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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２７年３月９日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　午後　４時５７分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員

委 員 長 上村高義  副委員長 福住礼子  委　　員 村上英明

委　　員 市来賢太郎 委　　員 増永和起  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部理事　北野人士

同部次長兼産業振興課長　山田雅也　　同部参事兼市民活動支援課長　橋本英樹

同部参事兼環境業務課長　野村眞二　

自治振興課長　早川　茂　　市民課長　船寺順治　

環境センター長　森川　護　環境政策課長　丹羽和人　

産業振興課参事　林　彰彦

保健福祉部長　堤　守　　　同部理事　島田　治

同部参事兼生活支援課長　東澗順二　　同部参事兼高齢介護課長　鈴木康之　

保健福祉課長　前野さゆみ　障害福祉課長　吉田量治

国保年金課長　安田信吾　　高齢介護課参事　川口敦子

１．出席した議会事務局職員
事務局長　藤井智哉 同局書記　井上智之


１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２７年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第　６号　平成２７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案第　３号　平成２７年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案第１１号　平成２６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議案第　８号　平成２７年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１４号　平成２６年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第　７号　平成２７年度摂津市介護保険特別会計予算
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議案第１３号　平成２６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第２５号　摂津市指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例制定の件

議案第２６号　摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を

定める条例制定の件

議案第３６号　摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３７号　摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２０号　指定管理者指定の件（摂津市立みきの路）

議案第２１号　指定管理者指定の件（摂津市立ひびきはばたき園ほか２施設）
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（午前１０時１分　開会）

○上村高義委員長　おはようございます。

　ただいまから民生常任委員会を開会し

ます。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は民生常任委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で本委員会に付

託されました計１５件について、ご審査

をいただくことになります。何とぞ慎重

審査の上、ご可決いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

　一旦退席させていただきます。

○上村高義委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、市来委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○上村高義委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　本２件のうち、議案第９号所管分につ

いては補足説明を省略し、議案第１号所

管分について補足説明を求めます。

　堤保健福祉部長。

○堤保健福祉部長　議案第１号、平成２

７年度摂津市一般会計歳入歳出予算のう

ち保健福祉部が所管いたしております事

項につきまして、目を追って、その主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。

　まず、歳入でございますが、２８ペー

ジ、款１２分担金及び負担金、項１負担

金、目１民生費負担金のうち保健福祉部

に係りますものは、社会福祉費負担金、

児童福祉費負担金のうち助産施設入所負

担金及び障害福祉費負担金で、前年度に

比べ１５．１％、５，８３１万７，００

０円の減となっております。これは児童

発達支援センターの教育委員会への事務

移管に伴うものなどでございます。

　３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項２手数料、目２衛生手数料のうち保健

福祉部に係りますものは、狂犬病予防注

射済票交付手数料などで、前年度と同額

でございます。

　３４ページ、款１４国庫支出金、項１

国庫負担金、目１民生費国庫負担金は、

生活保護費や障害者自立支援給付費など

の負担金が主なものとなっており、前年

度に比べ７．０％、１億９，３７５万３，

０００円の増となっております。これは

生活保護費や国民健康保険基盤安定負担

金の増などによるものでございます。

　３６ページ、目２衛生費国庫負担金は、

養育医療費負担金で前年度に比べ５２．

１％、２７２万４，０００円の減となっ

ております。

　項２国庫補助金、目２民生費国庫補助

金のうち保健福祉部に係りますものは、

社会福祉費補助金のうち生活困窮者自立

支援事業補助金、生活保護費補助金及び

障害福祉費補助金で、前年度に比べ０．

９％、４２万４，０００円の減となって

おります。

　３８ページ、目３衛生費国庫補助金は、

がん検診推進事業補助金で、前年度に比

べ０．３％、４，０００円の減となって

おります。

　４０ページ、項３委託金、目２民生費

委託金は、国民年金事務等に係る委託金
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などで、前年度に比べ２．２％、４０万

８，０００円の増となっております。

　款１５府支出金、項１府負担金、目１

民生費府負担金は、国民健康保険及び後

期高齢者医療保険の基盤安定負担金、障

害者自立支援給付費等負担金が主なもの

となっており、前年度に比べ６．１％、

４，７３４万９，０００円の増となって

おります。これは国民健康保険基盤安定

負担金や障害者自立支援給付費等負担金

の増などによるものでございます。

　４２ページ、目２災害弔慰金府負担金

は、前年度と同額でございます。

　目３衛生費負担金は、養育医療負担金

で、前年度に比べ５２．１％、１３６万

２，０００円の減となっております。

　項２府補助金、目２民生費府補助金は、

老人医療費補助金などが主なもので、前

年度に比べ１７．８％、４，１８９万４，

０００円の減となっております。これは

ホームレス総合相談推進事業補助金の減

などによるものでございます。

　４４ページ、目３衛生費府補助金は、

前年度に比べ９．８％、５２万円の増と

なっております。

　５４ページ、款１９諸収入、項３貸付

金元利収入は、目４で三次救命救急セン

ター貸付金元利収入を計上いたしており

ます。

　款１９諸収入、項４雑入、目２雑入の

うち保健福祉部に係りますものは、５６

ページの保健福祉課、生活支援課、高齢

介護課、障害福祉課及び国保年金課分で、

予防接種自己負担金、生活保護法による

返還金及び徴収金、ホームレス巡回相談

事業負担金や一部負担金相当額等一部助

成返還金などでございます。

　６０ページ、款２０市債、項１市債、

目２民生債は、災害援護資金貸付債で、

前年度と同額でございます。

　続きまして、歳出でございますが、９

６ページから１００ページの款３民生費、

項１社会福祉費、目１社会福祉総務費は、

事務の執行に係る経費のほか、広域連合

医療給付費等負担金などの負担金、国民

健康保険などの特別会計への繰出金が主

なもので、人件費事業を除き、前年度に

比べ１０．５％、２億７，０９０万３，

０００円の増となっております。これは

特別会計繰出金の増などによるものでご

ざいます。

　目２老人福祉費は、高齢者に係る福祉

サービスなどの経費で、せっつ桜苑の民

営化に伴い、介護サービスに係る委託金

が減少したことなどにより、前年度に比

べ１２．１％、２，８２４万９，０００

円の減となっております。

　１０２ページ、目３国民年金総務費は、

国民年金事務に係る経常経費でございま

す。

　１０４ページ、目４国民年金事務費は、

国民年金システム改修委託料の減により、

前年度に比べ７２％、１５５万８，００

０円の減となっております。

　目５老人医療助成費は、前年度に比べ

１７．９％、３，３６９万９，０００円

の減となっております。

　目６障害者医療助成費は、前年度に比

べ０．２％、２２万２，０００円の減と

なっております。

　目７障害福祉費は、障害者に係る福祉

サービスや指定管理料が主なもので、更

生医療費などの扶助費の増により、前年

度に比べ１０．５％、１億８，８１７万

円の増となっております。

　１０８ページからの項２児童福祉費、

目１児童福祉総務費のうち保健福祉部に

係りますものは、助産施設運営費負担金

でございます。

　１１４ページ、項３生活保護費、目１
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生活保護総務費は、人件費事業を除き、

前年度に比べ２８．８％、７８８万円の

減となっております。これは生活保護シ

ステムの備品購入費の減額によるもので

ございます。

　１１６ページ、目２扶助費は、前年度

に比べ６．７％、１億８，２８７万８，

０００円の増となっております。

　１１８ページ、項５災害救助費、目１

災害救助費は、前年度と同額となってお

ります。

　款４衛生費、項１保健衛生費、目１保

健衛生総務費は、人件費を除き、前年度

に比べ８．２％、１，３９１万７，００

０円の増となっております。これは保健

センター管理委託料の増などによるもの

でございます。

　１２０ページ、目２予防費は、前年度

に比べ２％、８６３万９，０００円の増

となっております。

　１２２ページ、目３環境衛生費は、前

年度に比べ４．２％、６８万８，０００

円の減となっております。

　１９２ページ、款１１諸支出金、項１

災害援護資金貸付金、目１災害援護資金

貸付金は、前年度と同額でございます。

　以上、保健福祉部が所管いたしており

ます平成２７年度一般会計歳入歳出予算

についての補足説明とさせていただきま

す。

○上村高義委員長　杉本生活環境部長。

○杉本生活環境部長　議案第１号、平成

２７年度摂津市一般会計予算のうち、生

活環境部所管のうち環境部門以外にかか

わる主な事項につきまして、目を追って、

補足説明をさせていただきます。

　８ページ、第２表債務負担行為のうち

生活環境部にかかわりますものは、文化

ホールリニューアル事業及びコミュニティ

センター事業につきまして、限度額等を

記載のとおり設定いたします。両事業の

工事等は、平成２７年度から２８年度に

かかるため、債務負担行為を活用し、契

約手続を執行いたすものでございます。

　続きまして、歳入でございます。

　２８ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料のうちコミュ

ニティプラザ使用料は、貸室、立体駐車

場及びレストランの使用料で、前年度に

比べ６．４％の増となっております。

　目２民生使用料のうち文化ホール等使

用料は、前年度に比べ５．２％の増となっ

ております。

　３０ページ、目３衛生使用料のうち主

なものは、斎場及び葬儀会館の使用料で、

前年度に比べ斎場使用料は７．４％の増

で、葬儀会館使用料は８．９％の減となっ

ております。

　３２ページ、項２手数料、目１総務手

数料のうち市民課に係る主なものは、戸

籍手数料、住民票手数料、印鑑証明手数

料で、前年度と比べ全体で同額となって

おります。

　目２衛生手数料のうち市民課に係るも

のは、汚物処理手数料と墓地手数料で、

前年度と比べ１７％の増となっておりま

す。

　目３農林水産業手数料のうち農業委員

会手数料は、土地現況証明手数料でござ

います。

　３６ページ、款１４国庫支出金、項２

国庫補助金、目１総務費国庫補助金のう

ち戸籍住民基本台帳費補助金は、マイナ

ンバー制度の実施に伴います、個人番号

カードの交付事業に関する補助金でござ

います。

　４０ページ、項３委託金、目１総務費

委託金のうち戸籍住民基本台帳費委託金

につきましては、中長期在留者と特別永

住に係る住居地登録事務等に係る委託金
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で、前年度と同額でございます。

　４２ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目１総務費府補助金のうち市民

活動支援課に係る権限事業交付金は、Ｎ

ＰＯ法人の設立認証等の事務の権限移譲

に係る交付金でございます。また、市民

課に係るものは、旅券発給事務の権限の

移譲に係る交付金で、前年度と同額でご

ざいます。

　４６ページ、目４農林水産業費府補助

金のうち農業委員会費補助金は、農業委

員会に係る農業委員会交付金と機構集積

支援事業費補助金でございます。機構集

積支援事業費補助金は、農地基本台帳シ

ステム導入後の保守経費などの補助金で

ございます。また、農業振興費補助金は、

農業地域力創造推進事業費と多面的機能

支払交付金でございます。

　目５商工費府補助金は、消費生活相談

に係る地方消費者行政活性化交付金及び

事務移譲に伴う交付金でございます。

　４８ページ、款１５府支出金、項３委

託金、目１総務費委託金のうち戸籍住民

基本台帳費委託金は、人口動態調査に係

る事務委託金及び電子証明書発行に係る

事務委託金で、前年度とほぼ同額となっ

ております。

　款１６財産収入、項１財産運用収入、

目１財産貸付収入のうち産業振興課に係

るものは、摂津市商工会への建物貸付収

入でございます。

　５２ページ、款１８繰入金、項２基金

繰入金、目４墓地管理基金繰入金は、基

金によって賄われる墓地の管理経費で、

前年度と比べ１４６．２％の増額となっ

ております。

　５４ページ、款１９諸収入、項３貸付

金元利収入、目２中小企業事業資金融資

預託金収入は、市内の金融機関に預託し

ております元金収入でございます。

　５８ページ、節２旅券事務印紙等売捌

収入は、パスポート引きかえ書に添付す

る証紙の売捌収入で、前年度と比べ２０．

６％の減額となっております。

　また、節３旅券事務印紙等売捌手数料

は、証紙の売捌手数料で、前年度と比べ

４０．２％の増でございます。

　続きまして、歳出でございますが、７

４ページ、款２総務費、項１総務管理費、

目６都市交流費は、都市交流及び国際交

流に係る経費でございます。

　７６ページ、目１０防犯対策費は、防

犯灯の保守点検委託料や光熱水費、また、

防犯カメラ設置等に係る経費が主なもの

となっております。

　７８ページ、目１３自治振興費は、地

区振興委員報酬、犯罪被害者等への支援、

摂津まつり振興会補助金、地域活性化事

業補助金に係る経費が主なものとなって

おります。

　８０ページ、目１４コミュニティプラ

ザ費は、コミュニティプラザ管理委託料

及び市民公益活動補助金が主なものとなっ

ております。

　８２ページ、目１５コミュニティセン

ター費は、別府に新設いたしますコミュ

ニティセンターの工事請負費でございま

す。

　８６ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、市民サービ

スコーナー非常勤職員等賃金、窓口業務

委託料、コンビニ交付システム構築委託

料、個人番号カード関連事務交付金等が

主なもので、前年度に比べ６６．３％の

増となっております。

　１１６ページ、款３民生費、項４生活

文化費、目１生活文化総務費は、市民ルー

ムフォルテ３０１・３０３、正雀市民ルー

ム、小川自動車駐車場、文化ホールの指

定管理料が主なものでございます。
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　１１８ページ、目２文化ホール費は、

文化ホールの維持管理に係る経費及びリ

ニューアル工事請負費が主なものでござ

います。

　１２４ページ、款４衛生費、項１保健

衛生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会

館の指定管理料が主なもので、４．４％

の増となっております。

　目７墓地管理費は、市営墓地３か所の

管理に係る経費で、前年度に比べ３６．

５％の増となっております。

　１３２ページ、款５農林水産業費、項

１農業費、目１農業委員会費は、農業委

員会運営に係る経費で、主なものは農業

委員報酬でございます。

　目３農業振興費は、農業振興会補助金、

花とみどりの補助金、農業祭実行委員会

補助金、農空間保全地域制度交付金が主

なものでございます。

　１３４ページ、款６商工費、項１商工

費、目１商工総務費は、前年度に比べ６．

４％の増となっております。

　１３６ページ、目２商工振興費は、企

業立地奨励金、施設管理業務委託料が主

なものでございます。

　目３消費対策費は、消費生活相談ルー

ムにおける相談業務及び消費者啓発に係

る経費でございます。

　以上、歳入歳出予算の補足説明とさせ

ていただきます。

○上村高義委員長　北野生活環境部理事。

○北野生活環境部理事　議案第１号、平

成２７年度摂津市一般会計予算のうち生

活環境部環境部門にかかわる主な事項に

つきまして、目を追って、補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございます。

　３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項２手数料、目２衛生手数料のうち塵芥

処理手数料は、一般廃棄物の焼却手数料

及び臨時ごみ等の収集運搬処分手数料が

主なもので、前年度とほぼ同額となって

おります。

　鳥獣登録手数料は、鳥獣の保護及び狩

猟の適正化に関する法律に定める鳥獣飼

養登録等事務手数料でございます。

　４６ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目３衛生費府補助金のうち環境

政策課にかかわる権限移譲交付金は、公

害対策費及び違法屋外広告物除去事務経

費に関する補助金と鳥獣飼養登録事務費

交付金でございます。

　５２ページ、款１８繰入金、項２基金

繰入金、目３環境基金繰入金は、環境関

連事業の財源の一部として環境基金から

繰り入れを予定いたしております。

　５６ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち環境業務課にかかわるも

のは、資源ごみ売却収入等でございます。

　続きまして、歳出でございます。

　１１８ページ、款４衛生費、項１保健

衛生費、目１保健衛生総務費のうち環境

政策課にかかわるものは、環境の保全及

び創造に関する条例の改正に伴う審議会

委員報酬及び環境保全協定の地位確認及

び井戸掘削差止等請求事件にかかわりま

す訴訟等委託料を新たに計上いたしてお

ります。

　１２４ページ、款４衛生費、項１保健

衛生費、目４公害対策費は、水質大気の

分析及び騒音測定の委託料が主なもので

ございます。

　目５環境政策費は、市内全小学校で実

施いたします、こども版環境家計簿及び

ごみ減量化リサイクル絵画展入賞作品を

パッカー車にラッピングするための印刷

製本費を計上いたしております。

　１２６ページ、款４衛生費、項２清掃

費、目１清掃総務費は、前年度に比べ４．

９％の減となっております。
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　目２塵芥処理費は、食品トレイ選別委

託料やパッカー車の買いかえが主なもの

で、前年度に比べ２．６％の増となって

おります。

　１３０ページ、目４環境センター費は、

焼却施設の運転維持管理に係る経費で、

前年度に比べ８．１％の増となっており

ます。

　以上、生活環境部環境部門に係る歳入

歳出予算の補足説明とさせていただきま

す。

○上村高義委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　市来委員。

○市来賢太郎委員　おはようございます。

　それでは、一般会計の予算書をもとに

質問させていただきます。

　まず、歳入の２９ページ、コミュニティ

プラザ使用料ですが、平成２６年度の予

算書と見比べてみたんですけれども、駐

車場の使用料とかが一緒になっていて、

上がったのか、下がったのか、少しわか

りにくかったので、その点を説明してい

ただきたいのと、まだ平成２６年度終わっ

ていませんけれども、稼働がフル回転に

なった日があったとお伺いしていますの

で、その辺の現状と平成２７年度はどう

なるのか、どう予想されているのかとい

う展望についてお聞かせいただきたいと

思います。

　続きまして、３１ページの小川自動車

駐車場使用料ですけれども、前年度予算

よりも少し上がっていましたので、コミュ

ニティプラザができて、それで駐車場を

案内するようになってから上がったのか、

指定管理に変わったことで上がったのか、

現状と平成２７年度の予想などと含めて

教えていただきたいなと思います。

　続きまして、歳出です。

　８１ページ、市民公益活動補助金です

けれども、どんなことをするのか、事業

の内容について教えていただきたいと思

います。

　続きまして、８３ページですけれども、

コミュニティセンター新築工事ですけれ

ども、平成２８年度夏オープンについて

の準備をするということなんですけれど

も、どこまで平成２７年度はする予定な

のかということと、ある程度スケジュー

ルが決まっていましたら、その辺のこと

も教えていただきたいなと思います。

　続きまして、１０１ページのホームレ

ス巡回相談事業委託料というふうに上がっ

ていますけれども、生活困窮者自立支援

事業のうちの一つだと思います。平成２

７年度からの新規事業だということなの

で、全体的にどういうことをするのか事

業内容について教えていただきたいと思

います。

　続きまして、１０３ページ、ひとり暮

らし高齢者安全対策、何度かお聞きして

いますけれども、独居老人愛の一声訪問

事業も含めて、事業目的について再度教

えていただきたいと思います。

　続きまして、１０５ページ、障害福祉

費の相談支援事業、どんな体制で、どん

な相談を受けるのか、その事業内容につ

いて、再度確認のために教えていただき

たいなと思います。

　続きまして、１０５ページ、障害者就

労促進業務ですけれども、平成２６年度

まだ終わっていませんけれども、どんな

ことをしたのかということと、平成２７

年度は、またどんなことを新しいことを

されるのか、それとどれぐらいの方の就

労を見込んでいるのかということについ

て教えていただきたいなと思います。

　続きまして、１０７ページ、障害者職

業能力開発センター等補助金ですけれど

も、開発センターで就労に向けて能力の
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開発のセミナーとかをされるんだと思い

ますけれども、どんなことをするのか改

めてもう一度お伺いしたいと思います。

　続きまして、１１７ページの生活保護

費ですけれども、現状についてふえていっ

ているんだと思いますけれども、その中

でも生活保護費の中の医療費が大変だと

か、その辺の細かい内容について、一度

教えていただきたいなと思います。

　続きまして、１１９ページ、文化ホー

ルのリニューアル工事、これも平成２７

年度はどこまでするのかということにつ

いて教えていただきたいなと思います。

また、このリニューアル工事は、市制施

行５０周年のイベントをするためにとい

うことも以前にお伺いしていたと思いま

すので、それについて特別何か部屋を設

けるだとか、何か特別なことがあるのか

その辺のことと、また以前に少し新しい

名前をつけてはどうかというようなこと

が提案にもあったかと思いますので、そ

の辺何か決まったことがあればお伺いし

たいなと思います。

　続きまして、１２３ページですが、子

宮がん検診、乳がん検診、成人歯科検診、

また４カ月児からの健診がありますけれ

ども、平成２６年度の受診率ついてどう

だったのかということについて、各項目

について教えていただきたいなと思いま

す。

　それと続きまして、１２５ページ、雨

水タンク設置補助金ですけれども、これ

について改めて事業目的についてお伺い

したいと思います。

　続きまして、１２９ページのトレイ選

別委託料ですけれども、去年から比べて

少し上がっているので、その辺について

お伺いしたいと思います。

　それとリサイクルプラザの建設が一旦

とまっていますけれども、そのときトレ

イなどのプラスチックを粉砕して、処理

する施設をつくるというのは一旦とまっ

たと思うんですけれども、このトレイの

選別が今どうなっているのか、本当だっ

たらそのトレイを選別して、それで粉砕

して再利用するということだったと思う

んですけれども、今その選別をしてどう

なっているのかというのを改めてお伺い

したいと思います。

　続きまして、１３７ページの商工業活

性化対策事業補助金ですけれども、平成

２７年度どんなことをするのか、予定さ

れているのか、教えていただきたいと思

います。

　また、企業立地奨励金ですけれども、

事業内容について、これについても改め

て教えてください。

　それと最後に、１３９ページのセミナー

運営委託料ですけれども、平成２７年度

についてどんなセミナーをされるのか、

今決まっていれば教えていただきたいな

と思います。

○上村高義委員長　答弁を求めます。

　橋本参事。

○橋本生活環境部参事　それでは、市民

活動支援課にかかわります３点の質問に

お答えいたします。

　コミュニティプラザ使用料の平成２７

年度の科目の変更でございます。平成２

６年度までは、自動車駐車場使用料とし

て一つ科目を起こしておりました。自動

車駐車場使用料は、コミュニティプラザ

条例で、施設使用料と同じ扱いがされて

いるものでしたので、今回、新たにコミュ

ニティプラザ使用料の科目で集約してお

ります。なお、説明、内訳としては出し

ておりますが、前年度の予算との動きに

つきましては、自動車駐車場ですが、平

成２６年度の当初予算は２８０万円を計

上しておりまして、今回の補正予算で２
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０万円の増額補正をしております。同額

の使用料を平成２７年度で見込んでおり

ます。全体のコミュニティプラザ使用状

況でございますが、かなりの稼働状況が

上がっていることは皆さんも承知してい

ただいているかと思います。一方で、日

にちによっては、午前の時間帯が全く会

議室が使われていなかったり、夜間が割

と会議室があいている、そういった利用

状況もありますし、特定の目的施設、調

理室であったり、和室であったり、そう

いった施設の利用状況はほかの会議室と

比べ利用が低いという傾向があります。

ただ、今後におきましての懸念している

材料でございますが、千里丘公民館の改

修事業であったり、文化ホールのリニュー

アル工事が発生してくる年度にかかって

おります。そういったときにコミュニティ

プラザを利用されるケースがあって、ま

た今後ともフル稼働状態かなと考えられ

ます。ただ、旧三宅スポーツセンターが

新たに開業いたしますので、そちらの利

用とも分散されることもあろうかなと考

えております。

　補助金に関してです。どんな事業の内

容に補助をするのかということでござい

ます。我々が目的としております市民公

益活動でございまして、広く市民生活の

向上、地域課題解決を目的として自主的・

主体的に行っていただく非営利の活動で

ございます。今回新たに設けます発展コー

スにつきましては、既存の団体の新たな

活動を期待しているところでございます。

ただ、既存の団体には、行政では気づか

ない柔軟な視点で事業提案いただけるの

かなという思いとあわせまして、３年の

補助金ですが、３年間事業をやればそれ

で終わりじゃなくて、継続していただく

取り組みになっていただきたい、そうい

う思いでいております。

　コミュニティセンターの新築関係のご

質問です。

　平成２７年度の工事に関しましてのス

ケジュールは、６月議会の議会案件上程

を目指しております。その後、準備工を

入れまして、９月上旬から着工いたしま

して、翌年５月の引き渡し、６月に準備

させていただいて、７月のオープンを目

指しております。その中で予算計上につ

きましては、前払い相当額を平成２７年

度予算に計上いたしております。

○上村高義委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　自治振興課にかか

わります２点のご質問にお答えさせてい

ただきます。

　小川駐車場の収入でございますが、平

成２５年度決算としまして、有料利用分

が２万３４１件、５８６万６，９００円

の収入がございました。平成２６年度予

算としましては、有料利用分が予定でご

ざいますが、１万８，４００件、５５１

万４，０００円、平成２５年度までは南

千里丘のマンションの建設がございまし

て、収入は上がっておりましたが、平成

２６年度現在、収入については余り変化

はございません。ということで、平成２

７年度予算として、月５０万円の収入の

予定を考えておりまして１２か月で６０

０万円の予算を計上させていただいてお

ります。

　次に、文化ホールのリニューアル工事

でございますが、平成２７年度はどこま

でということでございますが、スケジュー

ルとしまして平成２７年７月に入札を考

えております。平成２７年９月には議会

に工事案件の上程を考えております。工

事の着工につきましては、平成２８年１

月、成人式が終わってから着工を考えて

おります。完成は平成２８年１０月を目

指して取り組む予定でございます。
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　５０周年の政策でございますが、政策

推進課と市全体として取り組みを考えて

まいります。

　それと新しい名前でございますが、市

民文化ホールという名前がもうずっと今

まで続いてきております。市民に親しま

れているというか、なじみがございます

ので、現在のところ名前のほうは変更の

予定はございません。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　独居老人愛の一

声訪問事業のご質問についてお答えいた

します。

　この事業の目的は、ひとり暮らしで見

守りの必要な高齢者に対しまして、週に

１回乳酸菌飲料をお届けし、安否の確認

を行うことです。平成２６年度からは配

付回数が週に３回から１回と回数が減少

いたしましたが、ご本人への声かけや手

渡しなどを行うようになりましたことか

ら、事前に入院するなど情報が会話の中

で配達員が把握でき、市にも情報が届く

形になりました。

○上村高義委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　予算書１０１ペー

ジ、ホームレス巡回相談事業委託料につ

いてご説明いたします。

　当該事業は、昨年度までホームレス総

合相談事業として実施しておりましたが、

生活困窮者自立支援法の施行に伴い、必

須事業の自立相談支援事業の中に移行さ

れることになり、生活困窮者自立支援事

業の中で予算組みしております。

　事業内容につきましては、大阪府下南

北の２ブロック、北部は北摂と北河内、

南部は中河内と泉南に分けた中、巡回相

談事業を展開しております。

　具体的な活動内容につきましては、主

任相談員１名、副主任相談員１名、巡回

相談員３名体制で、河川敷や公園を巡回

してホームレスの方の相談に乗り、生活

保護や医療機関につなげることと、失業

や家賃滞納などで住居を失い、ホームレ

スになるおそれのある方の住居確保など

社会との関係を維持し、自立に向けた個

別の支援を行っております。

　次に、予算書１１６ページの扶助費の

状況でございますが、平成２７年度の予

算計上額は、２９億２，７４９万４，０

００円で、対前年度当初予算比で６．７

％増加しております。この扶助費の予算

計上につきましては、本年度の決算見込

みを２８億３，７００万円と見込んだ中

で３．２％の増額を見込んで計上してお

ります。なお、当初予算ベースでの対比

の増額が大きくなっておりますのは、今

年度の扶助費の執行において、医療扶助

が伸びたことにより昨年１２月議会で９，

８１６万４，０００円の増額をしていた

だいたことによります。

　続きまして、本市の最新の生活保護の

状況でございますが、今年２月の時点で

１，０９６世帯、対前年度比で２．２％

の増、人員では１，５３０人、対前年度

同月比で２．９％の増となっております。

その世帯の内訳は、高齢世帯が５４７世

帯で全体の５０％を占めております。次

に傷病世帯が１８１世帯で全体の１６％、

その他の世帯が１７３世帯で１６％、母

子世帯が１００世帯で９％、障害世帯が

９５世帯で９％の構成比となっておりま

す。保護率は１７．９３‰でございます。

○上村高義委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉にかかわる３点のご質問についてお答

えさせていただきます。

　この相談支援事業の今後の体制に関し

ましては、相談支援事業、教育センター

の１階にある総合相談支援センターに基

幹相談としての位置づけをしております。
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その基幹相談の職員配置を今回４名増員

させていただきまして、職員体制を増加

することで障害福祉のサービスの利用計

画が進んで、５０％という状況でござい

ますので、それらのサービスを平成２７

年度中にできる限り進めていきたいとい

うことで増員させていただいている状況

でございます。

　２点目といたしましては、障害者就労

促進業務委託料に関しましては、平成２

５年度から緊急雇用創出基金事業を活用

させていただいていた事業なんですが、

この主な事業の内容といたしましては、

旧小学校の体育館のスポーツ施設等を含

めた清掃や除草作業などの業務と、リサ

イクルプラザで白色トレイの資源化とい

うことでの選別のこの二つの事業を市内

にあるＮＰＯ法人に委託して、平成２６

年度までは事業をさせていただいており

まして、この旧の小学校の体育館の利用

に関しましての除草作業等に関して、障

害者の雇用の方が２名、白色トレイのこ

とに関しましては、平成２６年度に関し

ましては４名という形で事業をさせてい

ただいていたんですが、この緊急雇用創

出基金事業に関しましては、この平成２

６年度までということでございますので、

平成２７年度に関しましては、改めて事

業を再編させていただきまして、障害福

祉課に係る分に関しましては、引き続き

この清掃や除草作業に関しましての施設

管理に関して２名の方、ＮＰＯ法人に引

き続き障害福祉課として委託させていた

だいているんですが、このリサイクルプ

ラザに関しましては、環境業務課が所管

ということで平成２７年度はさせていた

だいておりますので、環境業務課からも

ご答弁をいただけたらと思っております。

そういう形で平成２６年度に関しまして

は、障害者の雇用は合計６名という形で

させていただいておりまして、引き続き

事業は平成２７年度も継続してさせてい

ただいている状況でございます。

　次に、３点目の障害者職業能力開発セ

ンター等補助金ということなんですが、

これは平成２６年度までは摂津市社会福

祉事業団補助金という名称でさせていた

だいていた事業でございまして、より具

体的に施設名等を記載させていただいて

いる内容でございます。摂津市障害者職

業能力開発センターのせっつくすのき、

ふれあいの里にある施設でございまして、

１年間で主に身体障害の方１０名、知的

障害の方１０名の職業訓練をさせていた

だいている施設に関しての補助金でござ

います。

　また、就業・生活支援センターの補助

金も一部入っているということで、この

二つの事業に関しましての補助金という

形でさせていただいております。この職

業能力開発センターの就職に関しまして

は、一般就労を２０名の方のうち９割近

くはしていただいているということで、

非常に定評のある事業ということで聞い

ております。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係る

ご質問にお答えさせていただきます。

　１２３ページの委託料に掲げておりま

す健診の受診率についてでございますが、

乳がん検診が平成２５年度で１８．７％、

子宮がん検診が２５．２％、成人歯科健

診のほうが５．１％でございます。その

ほか、母子のほうで４カ月健診が９９．

２％、１歳半健診が９６．９％、３歳半

健診が８８．８％となっております。そ

のほか妊婦健診が９７％となっておりま

す。主な受診率でございます。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　環境政策課にかか
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わります、１２５ページ、雨水タンク設

置補助事業の目的についてご説明させて

いただきます。

　本事業につきましては、雨水の有効利

用を図ることによりまして、市民の環境

意識の高揚を図ることを目的とし、購入

価格の２分の１を補助するというもので

ございます。なお、補助額につきまして

は、上限３万円とさせていただいており

ます。

○上村高義委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、環境

業務課にかかわりますご質問にお答えさ

せていただきます。

　食品トレイの選別委託料の増額になっ

た理由と廃プラの中間処理施設の中断に

伴うトレイの選別業務への影響の２点か

と思われます。

　まず１点目の委託料の増につきまして

は、食品トレイの選別業務、先ほど障害

福祉課の吉田課長からもご答弁ありまし

たように、平成２６年度の前半につきま

しては、緊急雇用の補助金を活用し、障

害福祉課所管の予算でトレイの選別業務

をやっておりまして、それが１０月まで

と。それ以降につきましては、市単費で

ということで、環境業務課の予算で８名

の障害者にトレイの選別をやっていただ

きました。ですので、環境業務課で持っ

ていたのが、約半年分の予算を持ってい

たということで、平成２７年度からにつ

きましては、１年間分を環境業務課で予

算措置をしているということでの増額で

ございます。

　そして中間処理施設の中断に伴ってで

ございますが、この主な内容は、食品ト

レイの選別も含めて、その他プラ、プラ

スチックの容器包装物の選別・圧縮等を

予定したものでございまして、トレイの

選別につきましては、その中間処理施設

の整備に関係なく、ストックヤードの中

のスペースを活用して選別業務を行って

いるところでございます。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　産業振興課に係

ります３点のご質問にお答えいたします。

　まず、商工業活性化対策補助金の件で

ございますけれども、この補助金は地域

の活性化を図るために商工業者みずから

が創意工夫でさまざまな取り組みを行っ

ていただくというところに対しまして、

補助を行っております。これまでから１

００円商店街でありますとか、ソフト事

業としていろんな商店街のイベントに補

助を行っておりますほか、ハードの補助

ということで安心して安全で買い物がで

きる環境づくりということで、街路灯の

整備でありますとか、電気代の補助とい

うことを行ってきました。平成２７年度

につきましては、さらに行政や市民団体

とも協働した魅力あるまちづくりに向け

た取り組みということで、一つには、市

民団体と一緒に美術展、商店街の空き店

舗を利用しまして美術展をされると。そ

の間に飲食店でサービスを提供するとい

うような取り組みでありますとか、ある

いは商店街のリピーターをふやすという

ことで、商店主が講師となってサービス

とか、ゼミナール形式でお客さんに商品

の紹介をするといった、いわゆるまちゼ

ミの取り組み、それから新しいふるさと

名物といいますか、摂津ブランドといい

ますか、そういうものの開発に向けた研

究の取り組み、こういったところに補助

金を拡充して支援していこうというもの

でございます。

　それから、次に企業立地奨励金につき

ましてですが、これは企業立地を促進す

ることで産業の振興、経済の活性化を図

るということを目的としまして、市外か
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らの進出企業や、あるいは市内で新たに

投資を行う事業者に対して奨励金を交付

しているものでございます。事業所の建

設、建てかえ、増築に係る土地の購入で

ありますとか、新設の家屋、施設内に設

置します設備に課税される固定資産税、

これの２分の１を５年間にわたって奨励

金として交付するものでございます。土

地については３００平米以上、建物につ

いては１５０平米以上、償却資産につい

ては３，０００万円以上というような規

定を設けております。

　さらに、環境充実の支援ということで、

太陽光発電装置等の設置でありますとか、

一部そういう特例の償却資産については

納税額の１００％、１分の１を奨励金と

して交付しているものでございます。平

成２７年度につきましては、基本的に平

成２６年までに整備されて、平成２７年

１月１日現在、資産があるということで

課税するものに対して、奨励金を交付す

るものですが、２０の事業者に対して、

約１億１，７００万円ほどの奨励金を交

付する予定でございます。

　それから、３点目の消費対策費のセミ

ナー運営委託料につきましてですが、こ

れは消費生活相談ルームの事業というこ

とで、相談だけなくて、積極的に啓発し

ていこうということで、平成２６年度か

ら新たに身近なテーマで講師を招いて、

市民の方々と一緒に学ぶ「暮らしに役立

つ！知っ得セミナー」というものを始め

ております。例えば平成２６年度でした

ら、整理整頓の仕方であるとか、家計簿

のつけ方であるとか、悪徳商法の手口、

ネットトラブル、食育、そういった消費

に係るテーマを選らんでセミナーを開始

しておりまして、平成２７年度について

も継続して実施する予定でございます。

○上村高義委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　市民文化ホールの

新しいネーミングについてでございます

が、愛称等を含めて庁内で検討してまい

りたいと考えております。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ご答弁ありがとうご

ざいます。

　まず、コミュニティプラザ使用料です

が、ご説明いただきまして内容はわかり

ました。稼働率が大分上がっているとい

うことも聞きましたので、市民の方に好

んで使っていただけているということは

すばらしいなと思います。また、先ほど

のご答弁の中で、公民館のリニューアル

などのために、平成２７年度もうちょっ

と忙しくなるかもしれないよということ

だったので、日程とかはわかっていらっ

しゃると思うので、その辺で混雑のない

ような対応をお願いしたいと思います。

この件につきましては、これで要望とさ

せていただきます。

　小川自動車駐車場の件もあわせてご説

明いただきました。よくわかりましたの

で、これで結構です。ありがとうござい

ます。

　続きまして、市民活動補助金のことで

すけれども、今ある団体の中で、また平

成２７年度も補助をしていくということ

で、それに加え３年の補助ではありなが

らも、その団体の方たちがずっと活動し

続けられるようにしていきますというこ

とだったので、その点おっしゃっている

ように、皆さんが市民活動を続けられる

ようにしていただきたいなと思います。

また、新しくこういうことをしたいなと

かいうような活動をされる市民の方たち

がスタートするのが一番大変だと思いま

すので、その辺また新しい団体とかがあっ

たら見つけて補助をしてあげていただき

たいなと思います。こちらも要望とさせ
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ていただきます。

　コミュニティセンターの新築工事です

けれども、今、６月の議会に上程して、

それで９月から工事を始める。５月には

引き渡しをしていただくということで、

スケジュールについてわかりました。こ

の地域の方にすごく期待されている建物

だと思います。おくれることのないよう

に丁寧に準備を進めていただいて、すば

らしい施設ができたらいいなと思います

ので、その点について工期がおくれない

ようにということを要望させていただき

ます。

　続きまして、ホームレスの巡回相談事

業ということで、見回りとか相談とかさ

れているということがわかりました。望

まずなられた方、望んでなった方はいな

いかと思いますけれども、やっぱり相談

して、それで健全な状態に戻してあげる

ことが大切だなと思います。参考までに、

この摂津市域でどれぐらいの方がいらっ

しゃるのか、言える範囲で結構ですので

教えていただきたいなと思います。

　続きまして、ひとり暮らし高齢者安全

対策の中で、独居老人愛の一声訪問事業

なんですけれども、おっしゃるとおり、

安否の確認というのが一番大切なところ

の目的だと思います。それで去年からほ

んの少しこの点について増額していただ

いているかと思いますけれども、先ほど

の答弁にもありましたが、もともと週３

でお願いしていたところ、市の思惑とは

違うところで週１になってしまったとい

う経緯があると思います。その中で、今

まで週３行えていたことが週１になって、

あと２回抜けてしまったところをどうやっ

て補完していくんだというふうにお話し

させていただいていたと思うんですが、

きょうお聞きするとちゃんと手渡しをす

るようになって、それで事前にいろんな

話を聞けるようになったということです

が、当初見込んでいた見守りが今果たし

てちゃんとできているのか、平成２７年

度もできるような体制がとれるのかとい

うことについて、再度お伺いいたします。

　続きまして、障害福祉費の相談支援事

業なんですけれども、体制について、今

お伺いできました。職員が４名で、みん

な相談を受けているということですけれ

ども、どういった相談をどんな方がして

いるのか、また、どれぐらい頻繁に来ら

れるのかということで、今の稼働状況と

いうようなところについてお伺いできた

らなと思います。

　続きまして、障害者就労促進事業です

けれども、緊急雇用の事業で体育館と環

境センターに各２名就労していただいて

いたということがわかりました。この点

については、ご説明いただきましてわか

りましたので結構です。ありがとうござ

います。

　その次に、障害者職業能力開発センター

の補助金ですけれども、１年間で２０名

の方の就労の支援をされているというこ

とで、そのうちの９割近くが一般の企業

に就職されているということで、すごい

なと驚きました。この事業に関しては、

できれば１０割を目指して頑張っていた

だきたいなと思います。また、就職され

て終わりということではなくて、その方

たちがずっと長くそこで働き続けるとい

うことが本来一番大切なのかなと思いま

す。離職率といったらあれですけれども、

どれぐらいの定着率があるのか、もしわ

かれば教えていただきたいなと思います。

　続きまして、生活保護費ですけれども、

やっぱり上がっているなということが感

想です。その中でもやっぱり医療費が上

がっているということは、その生活保護

を受けておられる方の高齢化も進んでい
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るのかなと思います。やむにやまれずと

いうか、もうしようがなく、生活保護を

受けたくて受けていらっしゃる方はいな

いと思いますので、その辺をしっかりと

必要な方に必要なサービスが受けられる

ようにはしていただきたいのですが、そ

うでない方が一部いらっしゃるとしたら、

その辺の人たちの選別もしっかりしてい

かないと市税がいつまでもたくさんある

わけでもないので、その辺はちゃんと見

ていただきたいなと思います。これも難

しい問題だと思いますけれども、よろし

くお願いいたします。要望とさせていた

だきます。

　続きまして、文化ホールのリニューア

ル工事なんですけれども、これもスケジュー

ルについてお伺いできました。一番忙し

い時期を外して工事をされるということ

をお聞きしておりますけれども、稼働率

の低くない施設だと思います。それに加

えて５３０名が入るといったら、市内で

は一番大きな施設ですので、大きな行事

に使われる施設なので、閉まっている間

にほかの施設で事業をされるんだと思い

ますけれども、その辺のフォローについ

てだとか、あと閉まりますよ、使えませ

んという、この期間は使えませんという

案内について、しっかりとしていただき

たいなと思います。この点については、

要望とさせていただきまして、あと文化

ホールの名前を検討していくということ

ですけれども、先ほど庁内で検討される

とおっしゃったんですかね。文化ホール

という名前自体も先ほどおっしゃったよ

うに広く愛されている名前かとも思いま

すけれども、これについても市民の方に

問うていいのかなとも思いますので、そ

の辺もご検討していただきたいなと思い

ます。これについても要望とさせていた

だきます。

　続きまして、各健診の件ですけれども、

まず４カ月児の健診から３歳６カ月まで、

４カ月のときは９９．２％とほとんどの

方が健診されているにもかかわらず、３

歳６カ月になると８８．８％とちょっと

ずつ下がっていくのが若干気になるなと

思います。この点について、何かわかる

理由があったら教えていただきたいなと

思います。

　それと、多少なりとも受けなかった未

受診の方がいらっしゃると思いますけれ

ども、未受診の方への対応について教え

ていただきたいなと思います。

　あと、子宮がん、乳がん、成人歯科等

に関しては、すごく受診率が低いなと思

います。平成２５年度の中ですけれども、

どのような案内をされているのかなとい

うふうに思いますので、その点について

お伺いしたいなと思います。

　続きまして、雨水タンクの設置事業で

すけれども、雨水の有効利用だというよ

うなことで３万円程度の補助をしている

ということですけれども、ここ数年のそ

の利用状況というか、どれぐらいの方が

その雨水タンクを設置されているのかな

というふうに思いますので、その点につ

いて教えていただきたいなと思います。

　トレイの選別委託料ですけれども、内

容はわかりました。そして、選別を障害

者の方にお願いしているということにつ

いてもわかりました。最終的にトレイが

どこに行くのかというのをもう一度教え

ていただきたいなと思います。

　それと、商工業活性化対策の事業補助

金ですけれども、１００円商店街など、

それとか街灯の電気代の補助だとかに加

えて、空き店舗で美術展だとか、まちゼ

ミをやったりだとか、新しい摂津ブラン

ドの創出、模索などをやっていくという

ことがわかりました。１００円商店街に
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ついても何度か見させていただいたんで

すけれども、元気なところとそうでない

ところもあったりだとか、あと事業者が

本当に喜んでやっていらっしゃるところ

もあるんでしょうけれども、何度か見に

行ったところで、何かしようがなしに、

周りのみんながやっているのでみたいな

ところも見受けられました、もっと元気

にみんなで取り組めて、楽しいイベント

があればいいなと思います。その１００

円商店街もいいんですけれども、また事

業者たちに聞いて、それでこういう新し

いイベントもやりたいよとかというのも

あったらやっていただきたいなと思いま

す。

　また、商店街の事業者の高齢化もある

かとは思いますけれども、私の住んでい

る地域の商店街では、若い人たちも少し

ずつ入り出しているのも見受けます。そ

の人たちが商店会に入ってもらえるのが

一番いいんですけれども、商店会になか

なか入っていないような事業者もいるの

で、その辺についてもフォローとかして

あげて、それで入ったらこんなメリット

があるんだよとかいうのも教えてあげら

れたらいいかと思いますので、その辺も

要望とさせていただきます。お願いいた

します。

　セミナーの運営委託料ですけれども、

「暮らしに役立つ！知っ得セミナー」で

すけれども、どこでいつやっているのか

とか、何回やっているのかとか、どんな

方が来られているのかということをもう

少し詳しく教えてください。

○上村高義委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　本市のホームレ

ス数でございますが、今年１月の時点で

１０名の方を確認しており、淀川の河川

敷がほとんどでございます。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　ひとり暮らし高

齢者安全対策事業の見守りの体制につい

てのご質問にお答えいたします。

　ひとり暮らし安全対策事業として、市

で実施しておりますサービスには、ライ

フサポーターによる訪問、緊急通報装置

の設置、ふれあい配食サービスなど、こ

のような事業を見守りという目的でサー

ビス提供をしております。最近では、こ

のようなサービスからの連絡以外にも新

聞がたまっている、物音が聞こえなくなっ

たとか、そういった近隣の方からの安否

を気遣う相談や連絡、また民間の配食サー

ビス事業者からもお弁当をお届けしたが、

出てこられないというご連絡をいただく

こともあります。そういったことから市

が提供するサービスの充実を図るという

ことももちろん重要と考えていますが、

地域の方の異変の気づきや見守りに重点

を置くとともに、新聞、牛乳などの配達

をされるような民間のサービスの事業者

との連携などもとりながら、ひとり暮ら

しの高齢者の方、また高齢者のみ世帯の

方なども安心して在宅生活が続けられる

ように強化できたらと考えております。

○上村高義委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係る２件に関しましてお答えさせ

ていただきます。

　相談支援事業の稼働率に関しましては、

毎月報告は受けているんですが、平成２

６年度はまだ集計ができていません。平

成２５年度に関しましては、一つの例と

いたしますと、相談内容に関しましては、

１年間で３，２１４件という内容で、今

年度さらにふえているかなという印象は

持っております。主な相談は、やはり福

祉サービスの利用の相談等が多くて８４

８件、それ以外には、例えば不安の解消

や経済的な問題、あと知的障害の方でし
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たら生活技術の支援なんかもさせていた

だいておりまして、その中でいろんな、

こういうふうに例えば、人の関係をつき

合ったらうまくいくよとか、例えば、ひ

とり暮らしの方なんかに関しましては、

自治会とか、ごみ出しの場所はどこがい

いかという相談を受けた場合は調べて、

ごみを出すことのアドバイスをしたりと

か、そういう生活技術の相談なんかもさ

せていただいたりしている状況でござい

ます。

　それとあと、支援計画をつくるための

業務ということも常時させていただいて

いるというふうに思っておりますので、

稼働率という形でいうと、非常に忙しい

印象を受けるかなと思っております。

　２点目の障害者の職業能力開発センター、

就職した後の定着率はどうなのかという

ことなんですけれども、やっぱり比較的

お若い方も多うございますので、なかな

かやっぱり定着に関しては厳しい場合も

あるというふうには聞いております。そ

ういうこともありますので、同じ法人で

就業・生活支援センターという就職支援

のところがございますが、そういうとこ

ろが就職した後の定着支援もしておりま

して、特に同じ法人で、くすのきから就

職された方に関しましては、やはり企業

との関係がありますので、企業から相談

を受けたりとか、あと就職後も定期的に

就業・生活支援センターの方が訪問に行っ

て、就職状況とか、困りごとがないかと

かいうようなことをお聞きして、できる

だけ定着できるようにしております。実

際、去年ぐらいから比率でいったら、定

着支援が就職支援よりも多くなっている

ということで、そちらにも重点を置いて

させていただいている状況でございます。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　４カ月から３歳半

健診に受診率が下がる理由といたしまし

て考えられることは、子どもの年齢が高

くなりますので、保護者が就労されたり

ということで、保育所、幼稚園等への入

所等がございますので、そういう関係か

なとは思います。

　また、保育所、幼稚園に入所されてお

りましたら定期的に測定等もされており

ますので、それで保護者のほうが安心さ

れているという場合もあるように見受け

ます。

　未受診の場合の対応でございますが、

健診に未受診の場合は、とりあえず再案

内をさせていただきます。再案内にも来

られない場合は、訪問とか、保育所、幼

稚園とかに子どもの状況を確認して、現

認するように努めております。

　あと、がん検診の受診率が低くござい

ますが、どのように案内しているのかと

いうことでございますが、節目年齢の方

に健診無料クーポン券を郵送して、受け

ていただくように案内をしたり、広報で

毎月の実施日の案内をして、予約をとっ

ております。ホームページでも案内して

予約をとっているという状況です。

　その他未受診の節目年齢の方には再度、

はがきでご案内をするというようなこと

も実施しております。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　雨水タンク設置事

業にかかわります利用状況についてお答

えさせていただきたいと思います。

　本事業につきましては、平成２１年度

からスタートしてございます。利用件数

といたしましては、平成２１年度は１３

件、平成２２年度は１件、平成２３年度

は３件、平成２４年度は９件、平成２５

年度は３件、平成２６年度きょう現在で

ございますが、５件となってございます。

○上村高義委員長　野村参事。
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○野村生活環境部参事　それでは、２回

目のご質問にお答えさせていただきます。

　選別したトレイが最終的にどこに行く

のかというお問いでございます。まず、

市民の皆さんから排出されたトレイにつ

きましては、白色のトレイとその他のト

レイ、色つきのトレイに分けさせていた

だいております。それを再生処理業者に

売却しております。売却されたトレイが

白色のトレイにつきましては、また同じ

白色の再生トレイに変わるという形になっ

ております。色つきのトレイにつきまし

ては、さまざまな色がございますので、

そのままトレイにはならずに、ほかのプ

ラスチック製品の再生に係る材料という

形になります。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　消費者啓発の

「暮らしに役立つ！知っ得セミナー」の

内容についてでございますが、平成２６

年度は１１月の終わりから３月まで、月

１回、計５回のセミナーを開催しており

ます。３月については２７日ですので、

これからということでございます。場所

につきましては、南千里丘の商工会の隣、

産業振興課の分室として整備した場所で

１回目から４回目、５回目については親

子でクッキングということも予定してお

りますので、コミュニティプラザの調理

室で行う予定でございます。各回１５名

の定員で実施しておりまして、広報紙、

ホームページ、チラシ等で啓発を行って

きたところでございます。平成２７年度

につきましては、時期は未定ではござい

ますが、テーマについてもいろいろとこ

れから検討しながら、回数等については

同様の計画でございます。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　ホームレス巡回相談

事業なんですけれども、摂津市域に１０

名の方で全員が淀川の河川敷だというこ

とをお伺いしました。淀川の河川敷だと

夏も暑いでしょうし、冬はすごい寒いと

思います。その見守りをしていく上で、

早期に発見していただいて、それで大事

にならないうちに発見していただいて、

適切に保護していただくようにお願いし

たいなと思います。そんなにしょっちゅ

うは見回れないかもしれないですけれど

も、市民が全くいつもいないというよう

なところでもないと思いますので、その

辺の連絡系統も受けられるような体制を

整えていただきまして、やむなくホーム

レスになってしまった方が、また正常に

社会生活ができるようにしていただきた

いなと思います。要望とさせていただき

ます。

　続きまして、独居老人愛の一声訪問事

業ということですけれども、ご答弁いた

だきまして、配食サービスとか、また民

間事業者とも連携してやっていただいて

いるということで、最初フォローできな

かったところのフォローもされていると

いうことで少し安心しました。緊急通報

装置とライフサポーターもそのうちの一

つだということですけれども、緊急通報

装置が今どれぐらいの数があって、それ

で平成２７年度はどれぐらい増減が予想

されるのかということと、ライフサポー

ターの活動について、もう少し詳しくお

伺いできたらなと思います。お願いしま

す。

　続きまして、相談支援事業ということ

ですけれども、平成２５年で３，２００

件以上の相談があったということで驚き

ました。本当に忙しいのかなと思います。

その中で相談内容に関してですけれども、

福祉サービスを受けるための相談という

ことで手続がもしかしたら煩雑なのかな

とも思ったりもします。簡素化できると
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ころは簡素化して、それでこんなに大変

だったら受けるのやめてしまうというふ

うにならないようにしていただきたいな

と思います。

　また、積極的にこういうサービスもあ

るんだよというような告知もしていただ

いて、障害を持たれてしまった方がより

よく暮らせるような体制をつくっていた

だきたいなと思います。

　また、生活技術でごみ出しなどの仕方

とかの相談もされているということで、

こういうことがあるのだなというのをは

ずかしながら気づいていませんでしたけ

れども、よくよく考えるととても大切な

ことだなと思います。こちらでは気づか

ないようなことで悩んでしまっているか

もしれないので、その辺ももうちょっと、

私も気づかなかったですけれども、目配

り、気配りしてあげられたらもっといい

のかなと思ったので、その辺もお願いし

て要望とさせていただきます。

　続きまして、障害者の職業能力開発セ

ンターの補助金ですけれども、お伺いす

ると、若い方が多くて定着は少し難しい

けれども、その中でも定着するように事

業もしていただいているということで、

ちょっと若干の不安と若干の安心があり

ますけれども、その障害を持っていない

若い世代も我々も含めてですけれども、

３年で離職するような世代だと言われて

います。普通の方でもそうなんだから、

障害者の方もそんなに若い方は変わらな

いのかなとも思います。その中でも定着

してずっと仕事をし続けることで我々も

一緒ですけれども、社会とかかわるうれ

しさとか、貢献できているという自信に

なったりだとか、生活を続けていく心の

糧になると思いますので、その辺もしっ

かりとお話ししていただいていると思い

ますけれども、継続して力を入れていた

だきたいなと思います。これで要望とさ

せていただきます。

　続きまして、健診の件です。こどもの

健診ですけれども、こどもの年齢が高く

なって、親がまた再就職するとか、仕事

に出られて、それで健診を受けないこと

が予想されるということですが、再案内

していただいているということなので、

安心しました。できるだけ３歳６カ月の

健診までずっと１００％に近い数字を受

けていただけるのがベストですけれども、

そうなれるようにちょっと努力をしてい

ただきたいなと思います。

　それで、もう一つのがん検診ですけれ

ども、節目年齢の方に案内を出したり、

ホームページでのご案内ということです

けれども、改めてこの節目年齢の方への

案内というのは、どういった理由だった

のかなというふうに思いましたので、そ

の点について教えていただきたいと思い

ます。

　その次ですけれども、雨水タンクの設

置の補助金ですけれども、平成２１年度

から始まって、年に一番多いときで１３

件、それで、最初に事業目的を聞いたと

きは、雨水の有効利用ということでした

けれども、環境意識の啓発ということだっ

たら、毎年十数件ぐらいだったら、どれ

だけの効果があるのかなというふうに少

し疑問に思います。この市全体として考

えると。その辺について、この事業に対

する予測される事業効果というか、目的

に対する効果について教えていただきた

いなと思います。

　その次ですけれども、トレイの選別の

件はご説明いただきましてわかりました。

環境に対する再利用という点からも障害

者の方の就労にとってもいいことだと思

いますので、今後もよろしくお願いしま

すということで要望とさせていただきま
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す。

　それと最後、セミナーの運営委託料の

ことですね。年に５回、１５名程度を対

象にやっていらっしゃるということで、

聞いてみると、本当に役に立つようなセ

ミナーをされているんだなということが

わかりました。多分私がちょっと気づい

ていなかっただけで申しわけなかったで

すけれども、案内もしっかりしていただ

いているようで、稼働率というか、思っ

ていたぐらいの人数が集まって、思って

いた内容のセミナーが平成２７年度もで

きるように運営していただきたいなと思

います。この点についても要望とさせて

いただきます。

　前後して済みません、商工業活性化対

策事業のところで、企業立地奨励金の中

ですけれども、平成２７年に２０の事業

所を対象に１億２，０００万円というこ

とですけれども、市外から市内へ来られ

た方と、市内から市内の方、また太陽光

発電についての補助もあるということだっ

たんで、内訳について教えていただきた

いなと思います。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、ひと

り暮らし高齢者の安全対策事業について

のご質問にお答えいたします。

　緊急通報装置の設置件数の見込みです

が、平成２６年３月現在で２０５件ござ

いまして、２７年度の予算は２３０件で

計上しております。

　もう一点のライフサポーターの活動内

容ですが、ライフサポーター業務は、社

会福祉協議会に委託をしており、ヘルパー

の有資格者であるライフサポーターを３

名雇用しております。ひとり暮らし登録

としまして、民生児童委員を通して市に

ご登録いただいた方、約１，６００名に

対しまして、初回訪問の折にその方の心

身の状況から訪問区分を決めさせていた

だいて、それに基づいて随時訪問を行っ

ております。ひとり暮らしの方と顔見知

りになっていただくことで、事前にご本

人から相談をお受けしたり、あるいはご

本人の心身の状況に応じてその都度必要

なサービスメニューについてご紹介をす

るといった相談対応、また、介護保険の

申請が必要な場合には申請につなげるよ

うな支援をさせていただくことで、早期

に対応していただいているという状況で

ございます。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　がん検診の節目年

齢の案内の理由についてでございますが、

平成２１年から５年間は国の補助事業で

女性のがん対策ということで、子宮がん

は２０歳から５歳刻みの４０歳までの節

目年齢です。乳がん検診は４０歳から６

５歳までの節目年齢に無料クーポン券を

出すという補助事業がございました。５

年間実施してきましたので、一応皆さん

に通知は行ったというところで、平成２

６年から検診対象年齢のスタートとなり

ます子宮がん検診の２０歳、乳がん検診

の４０歳に無料クーポン券を発行するこ

とを、国の補助事業として実施されてお

りますので、この節目年齢に案内をする

という事業をやっております。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　雨水タンク設置事

業の事業効果についての問いにお答えし

たいと思います。

　確かに、市来委員ご指摘のとおり、件

数自体はトータルで３４件ぐらいという

ことで、少なくなってございます。ただ、

私どもとしましては、環境意識の啓発、

あとＣＯ２の削減の啓発等々、市民の方

にさまざまな意識啓発を行っております。

中には環境家計簿でございましたり、ゴー
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ヤの配布、さまざまな意識啓発をやって

おりますが、やはりその中の一つとして、

雨水利用のこうゆう制度もあるよという

ことで、継続して広めていきたいと思っ

ております。具体的な事業効果、これで

ＣＯ２が幾ら減ったというような、なか

なかご提示はできませんけれども、今後

も引き続き広報、ホームページ等々、あ

と雨水タンクを売っていただいてる事業

所についてはチラシを置いていただいた

り、事業啓発を行い、環境意識の啓発を

図っていきたいと考えております。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　企業立地に係る

ご質問への答弁でございます。

　手持ちの資料によりますと、市外の事

業所を摂津市内に移したというのが５社

の６事業所、太陽光発電の装置の設置に

ついては２社で行われております。

○上村高義委員長　市来委員。

○市来賢太郎委員　独居老人愛の一声訪

問事業をほかのどういったところで補完

しているのかということで、緊急通報装

置の件数と、ライフサポーターのお仕事

についてお伺いしました。１，６００名

ぐらいが対象で、３人の方がライフサポー

ターとして頑張っていらっしゃるという

ことで、３人のライフサポーターに対し

て１，６００名だったら多過ぎる人数じゃ

ないのかなとも思います。でも、その登

録してる１，６００名という方が漏れが

ないのかということがちょっと心配なん

で、その辺も一旦数え直しというか、洗

い直しをしていただきたいなと思います。

その点で要望とさせていただきます。

　がん検診の節目年齢の理由ですけれど

も、もともとが国の補助があっての平成

２６年からの継続ということで、理由に

ついてわかりました。できるだけ受診率

が上がるように啓発していただきたいな

と思います。これは要望とさせていただ

きます。

　それと、続きまして雨水タンクの件で

すけれども、事業効果についてお聞きし

ましたけれども、雨水タンクの設置で見

えるような事業効果はないということで、

わかりました。ただ、この雨水タンクの

設置というのが環境意識の啓発のツール

の一つだということがわかりました。摂

津市の中のいろんな環境ありますけれど

も、その辺の自然だとかそういうことの

環境についてもよりよい取り組みをして

いるまちだということになるように、今

後も継続して啓発を行っていただきたい

なと思います。これも要望とさせていた

だきます。

　それと最後に、企業立地の奨励という

ところですけれども、この事業に関して

はもうこれで決まっていると思いますの

で、そのまま進捗していただきたいなと

思います。この件についても要望とさせ

ていただきまして、質問を終わります。

ありがとうございました。

○上村高義委員長　市来委員の質問が終

わりました。

　増永委員。

○増永和起委員　質問させていただきま

す。

　予算概要に沿って質問させていただき

ます。まず、予算概要２６ページ、コミュ

ニティセンター事業について。先ほど市

来委員から日程等質問されて、６月議会

上程、９月上旬着工、平成２８年５月に

引き渡し予定、平成２８年７月ですかね、

夏にオープンの予定とお伺いいたしまし

た。この施設は、別府公民館、また第１

９集会所、そしてホールなど新しい部分

でコミュニティセンター、また別府公民

館の中にある市民サービスコーナー、こ

ういったいろいろな機能が入った施設と
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お聞きしておりますけれども、どんな形

でこれらの施設が絡み合っていくのかと

いうことについて伺いたいと思います。

　それから、指定管理者の管理になると

も聞いているんですけれども、そこにつ

いてもお願いします。

　それから、建物だけでなく周りの敷地

についてもご説明がいただきたいなと思

います。

　それから、この施設に関しては、地域

でワークショップが開催されて、何回も

いろいろな話し合いが重ねられました。

このワークショップの中の話し合いとい

うのはどういう位置づけで考えておられ

るのか、これもお聞かせください。

　続きまして、予算概要の３２ページ。

コンビニ交付事業、個人番号カード交付

事業について。マイナンバーの制度だと

思うんですけれども、これの内容、それ

から今後どういうスケジュールなのかと

いうことと、マイナンバーカードという

のが発行されるということとコンビニ交

付との関係、これについてもどんなふう

にするのかということをお聞かせくださ

い。

　それと、これと関係すると思うんです

けれども、同じ３２ページに市民サービ

スコーナー事業というのがございますが、

どういうふうにこの市民サービスコーナー

の事業がこのマイナンバー、コンビニ交

付によって影響を受けるのかということ

も教えていただきたいと思います。

　続きまして、４０ページ、生活困窮者

自立支援事業についてです。ホームレス

巡回相談事業については、市来委員から

質問がありましたので、それについては

わかりましたが、それ以外の部分につい

て具体的にどんなふうに行っていくのか、

教えていただきたいと思います。さまざ

まなネットワークが必要な事業なのでは

ないかなと思います。生活支援課だけで

はなく、庁舎内のネットワークであると

か、またそれ以外のいろんな関係機関が

あると思うんですけれども、ネットワー

クの構築なども考えておられるのではな

いかなと思いますので、これについても

お聞かせいただきたいと思います。

　同じく４０ページのせっつ高齢者かが

やきプラン推進事業。これについては、

高齢者のかがやきプランに基づいていろ

いろと計画を立てたり、お話し合いがさ

れると思うんですけれども、推進審議会

の委員、どんな方がいらっしゃって、ど

れぐらいのペースで会議をしておられる

のか、教えていただきたいなと思います。

　続きまして、４２ページ。高齢介護に

かかわるさまざまな事業が並んでいます

けれども、第５次行革で今市単独の事業

などは見直しをされると伺っています。

この高齢介護にかかわる部分で、第５次

行革の見直し対象となるのは具体的にど

れか、見直しの対象ということですので、

実際に行革をするかしないかというのは

今後の話だと思うんですけれども、検討

をするというのはどれなのかということ

について教えていただきたいと思います。

　同じくこの４２ページにあります、ひ

とり暮らし高齢者安全対策事業です。今、

市来委員からいろいろと質問していただ

いて、ライフサポーターであるとかわかっ

たところもいろいろとあるんですけれど

も、どれぐらいのひとり暮らしの高齢者

の方、これは先ほど登録されている方と

いうのは聞いたんですけど、そういう形

でしかわからないのかなと。登録される

というのはご自身で進んで登録されると

思うんですけども、ひとり暮らしの高齢

者としてご本人は登録されてなくても、

市として市内全体にどれぐらいの対象者

がいてるということについて把握をして
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いらっしゃるのかどうかということも、

教えていただきたいなと思います。

　先ほど、これに関係する答弁の中で、

ここに書いてある事業以外でもご近所の

方であるとか、事業所であるとか、そう

いうところとも連携をとりながらやって

いきたいみたいなお話があったと思うん

ですけれども、これから総合事業という

ものも介護の制度の中では言われている

ところですので、具体的に何か、老人ク

ラブであるとか、いろんなところと、こ

んなことを考えてその見守りをやってる

よということがありましたら教えていた

だきたいなと思います。

　介護予防ふれあい事業というのが同じ

ページにありますけれども、これについ

てもどのような内容のものなのか、また

どういう方が担い手としてやっていただ

いているのか、対象は何人ぐらいサービ

スを受けている方がいらっしゃるのか、

その担い手はボランティアなのかなと思

うんですけど、その辺についても教えて

いただきたいなと思います。

　同じく４２ページの下にあります高齢

者住宅支援事業、この中に高齢者民間賃

貸住宅家賃助成費というのが出てきます。

これの内容と、それから利用されている

件数、教えていただきたいと思います。

　続きまして、４４ページ、シルバー人

材センター事業。登録が何人されてて、

どんな仕事の内容があるのか、多岐にわ

たっていると思うんですけれども、登録

者は何人で、仕事についているのはどれ

ぐらいかというのもわかれば教えていた

だきたいと思います。

　次に４６ページ、ここは障害者のため

の事業がさまざま並んでいるんですけれ

ども、これも高齢者と同じく第５次行革

の見直し対象となるのはどれかというよ

うなことについて、教えていただきたい

と思います。４２ページ、４６ページに

限りませんけど、高齢福祉課と障害福祉

課にかかわる第５次行革の対象となるも

のです。

　続きまして、５０ページ、助産施設入

所承諾事業。毎年お聞きしてるんですけ

れども、平成２６年度全部終わってはい

ませんけれども、何人利用されたのかと

いうことと、それ以前とどうだったのか

ということ、そして摂津で使える病院は

やっぱりないままなのでしょうかという

こと、また、近隣でこの制度が使える病

院、幾つかあると思うんですけれども、

教えていただきたいと思います。吹田市

民病院というのは、それを使えるのかど

うかということについても教えてくださ

い。

　続きまして、５８ページ、生活保護事

業ですが、医療費が高くなっているとい

うのが増額の理由ということだったかな

と思うんですけれども、医療費が抑えら

れるためには検診をきちんと受けられる

とか、それから早期に受診をして、早い

うちに病気を治していただくとか、また

生活に関するいろんな、例えばアルコー

ル依存があるとか、いろいろケアの必要

な方もいらっしゃるかとは思うんですけ

れども、さまざまなそういうケアについ

ても受けるというふうなことが必要になっ

てくると思うんですが、検診受診率など

はつかんでおられるのでしょうか。それ

から、アルコール依存とかそういう、ほ

かにもいろいろあると思うんですけれど

も、そういう依存症などでケアを受けて

おられる方というのがどれぐらいいらっ

しゃるか。わからなければ、また後日で

も結構です。そして、ケースワーカーの

細やかな相談っていうのが非常に大事だ

と思うんですけれども、そういうことも

できているのかなというのが心配なので、
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１人当たり何人受け持っておられるのか

教えてください。ケースワーカーが何人

いてるのかということについてもお聞き

します。

　続きまして、６８ページのリサイクル

プラザと、それから７０ページの環境セ

ンターの部分です。茨木市との広域化と

いうことが言われています。これからの

計画について、どう行っていかれるのか

お聞かせください。そしてまた、理念に

ついて、本会議でも言っていただいてい

たかとは思うんですけれども、再度この

広域化を進めるに当たっての理念という

ことについて、お聞かせいただきたいと

思います。

　続きまして、７６ページ、中小企業金

融対策事業です。どれぐらいの利用があっ

たのか、教えていただきたいと思います。

それから、昨年とかと比べてどうだった

のかというのも教えてください。

　そして、創業支援事業、新規の事業が

できています。これは昨年に起業者融資

補助金というのが金融対策事業にありま

した。この中身とどう違うのか、また去

年の実績についてお願いします。

　それから７６ページ、中小企業育成事

業です。これはどんな内容でしょうか。

また、昨年の実績はどうでしょうかとい

うことについてお答えをお聞かせくださ

い。

　それから、同じく７６ページの企業立

地等促進事業、これが市来委員が聞いて

おられた分です。この事業については、

非常に大きな金額になってきています。

この商工振興費全体の中で、融資の預託

金を除くと、もうほとんどがこの企業立

地促進事業じゃないのかと言ってもいい

ぐらいの金額になっています。これにこ

こまでお金を割くということは、やはり

それについて先ほど市外から市内へ入っ

てきた会社もあるとか、いろいろ説明も

ありましたけれども、具体的に摂津市の

産業をどんなふうに、この奨励金を受け

取った事業所が役割を担ってやっていっ

てくれているのかということについて、

やはり市民的に説明が必要だと思うんで

す。雇用の面であるとか、下請業者であ

るとか、そこへの発注の仕方であるとか、

いろんなことについて、今どんなふうに

把握しておられるのかということについ

て、教えてください。

　７６ページ、南千里丘分室管理事業。

新しく委託をされている事業だと思いま

す。これはどこに委託をするのか、その

内容はどういうものかということも教え

てください。

○上村高義委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５７分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　橋本参事。

○橋本生活環境部参事　それでは、別府

コミュニティセンターのご質問にお答え

いたします。

　まず、ワークショップの経過からでご

ざいます。平成２５年度住民参加のワー

クショップが７回開催され、またその中

で先進市視察及び最後に報告会が開催さ

れております。それを踏まえて、基本構

想がまとめられました。基本構想につき

ましては、パブリックコメントが実施さ

れております。その上で、基本設計まで

完了されました。その基本設計を受け継

ぎまして、平成２６年度から実施設計に

着手しております。開発協議、申請手続

などと並行して、このコミュニティセン

ターの施設整備につきましては、公民館

機能、集会所機能、あわせてホール機能、

市民サービスコーナー等を集約した一体
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施設として運用していきますが、それぞ

れの施設がどう絡み合ったらいいのか、

設計の中に我々も提案しながら、建築課

の指導の下、鋭意進めておるのが今の現

状でございます。

　今後の運用につきまして、指定管理者

導入でございます。先ほど申しました一

体運用をしてまいりますという経過の中

で、市で既に指定管理者の導入に関する

指針がございます。それにのっとりなが

ら、今後の運用管理を進めてまいりたい

と考えております。

　施設の敷地につきましては、東側のち

びっこ広場を含めた北側の２，０００平

米を新たな施設の敷地としております。

南側、残り約１，１００平米が残地とし

て残っておるのが今の現状でございます。

○上村高義委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　マイナンバー制度とコ

ンビニ交付及び市民サービスコーナーへ

の影響について、ご答弁申し上げます。

　マイナンバー制度につきましては、本

年１０月に個人番号が記載された通知カー

ドが全ての国民に送付され、平成２８年

１月に希望者へＩＣチップが搭載された

顔写真つきの個人番号カードが交付され

る予定となっております。

　コンビニ交付サービスにつきましては、

この個人番号カードの仕組みを利用して

実施するため、カードが交付される平成

２８年１月から実施する方向で現在業務

に取り組んでおります。マイナンバーカー

ドを利用してコンビニで発行することが

可能な証明書は、現在市民サービスコー

ナーで行っている住民票の写し、印鑑登

録証明書等の交付に加えまして、戸籍の

証明書、戸籍附票の写しなどの交付もで

きるように準備を進めており、さらに利

用時間も長くなることから、市民サービ

スの向上につながるものと考えておりま

す。

　市民サービスコーナーにつきましては、

コンビニ交付サービスの開始後、個人番

号カードやコンビニ交付サービスの普及

状況を勘案しながら、一定期間のうちに

順次廃止してまいりたいと考えておりま

す。

○上村高義委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　決算の概要４０

ページ、生活困窮者自立支援事業の内容

についてご説明いたします。

　自立相談支援機関の窓口を生活支援課

の中に設置し、生活困窮者が抱える重症

的な課題にきめ細かく対応するため、連

携が必要とされる福祉関係や教育委員会、

税等の滞納に関する部署に個別の事業内

容を説明し、現在事業協力の依頼を行っ

ているところです。また、それらの関係

部署とはネットワーク会議を立ち上げた

中で、対応していきたいと考えておりま

す。また、自立支援相談の窓口の中では、

就労者準備事業と家計簿相談事業も対応

していきたいと考えております。

　次に、概要の報償費と保険料にかかわ

る分ですが、学習支援事業に対応するも

ので、生活保護世帯の中学１年生から３

年生までを対象に、週１回程度放課後の

時間帯に市内の公共施設を利用して、人

間科学大学の学生ボランティアによる学

習支援を行うものです。生活保護家庭の

お子さんは、生活面の課題を抱えている

お子さんが多いため、学習支援の内容は

高校受験の勉強というよりも、宿題の学

習補助や勉強方法の指導、家での生活や

学校生活での悩み相談が中心となり、家

庭や学校以外の心のよりどころとなるこ

とを目的としております。

　次に、一時生活支援事業でございます

が、ホームレス総合相談事業の中の緊急

一時宿泊事業として、従前より実施して
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おりましたが、生活困窮者自立支援法の

施行に伴い、ホームレス巡回相談事業と

分けた形で予算組みを行っております。

具体的な内容ですが、北摂と北河内地区

共同でビジネスホテルを借り上げて、必

要に応じて対象者に宿泊施設を提供する

ものです。また、その間、大阪府社会福

祉協議会の巡回する相談指導員が宿泊施

設を訪問して、居宅の確保や生活面の支

援を行い、自立助長の手助けを行います。

　最後の住居確保給付金でございますが、

平成２１年で実施されている現行の住宅

手当緊急措置事業が生活困窮者自立支援

法の施行に伴い、住居確保給付金として

制度化されたことにより、予算組みを行っ

ております。

　次に、扶助費の中の医療扶助の状況で

ございますが、直近２月の医療券の発行

状況でございますが、入院が６６件、歯

科を含む入院外が１，１１８件となって

おります。なお、生活保護において健康

診断は、稼働能力等の確認するための健

診命令と施設入所に伴う健康診断で、一

般的な予防を目的とした健康診断は市が

主催する各種特定健診などの中に組み込

まれております。また、自立支援医療が

適用されている被保護者数ですが、３月

１日現在で２０２名ございます。その中

で、アルコール依存症の方の数でござい

ますが、自立支援医療が適用されている

レセプトにつきましては、本市に送付さ

れませんので、具体的な数字は把握でき

ておりません。個別にケースワーカーが

対応しているところでございます。医療

全般に言えることですが、やはり予防が

重要と考えますので、家庭訪問などの中

でケースワーカーが健康状態を聞き取り、

早期受診するようなアドバイス等を行っ

ております。

　最後に、ケースワーカーの数でござい

ますが、一部他の業務を兼任しているワー

カーも含めまして、現在１１名でござい

ます。それぞれ１ケースワーカー当たり

１００ケースを超える状況となっており

ます。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、高齢

介護に係ります私から２点の質問にお答

えいたします。

　一つ目のせっつ高齢者かがやきプラン

の委員と審議会の開催状況ということで、

委員構成につきましては全体で２０名と

し、学識経験者２名、１０％、保健医療

福祉関係者８名、４０％、市民団体、公

募市民が８名で４０％、行政機関としま

して市と保健所が２名で１０％となって

おります。

　審議会の開催状況ですけれども、平成

２６年５月より１回目を開催しまして、

この３月２日で５回の開催を終えたとこ

ろであります。

　二つ目の第５次行革における高齢者施

策の項目はどれかにつきましては、第５

次行革は施策全般を見直していく改革と

認識しております。担当課といたしまし

ては今後、市単独事業だけにかかわらず、

補助金事業も含め、全般の見直しを検討

していきたいと考えておる次第でござい

ます。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、それ

以外の高齢介護課に係りますご質問にお

答えさせていただきます。

　４２ページのひとり暮らし高齢者安全

対策事業に関して、ひとり暮らし高齢者

の方は何人いるのか、そしてまた市とし

て把握ができているのかといったご質問

ですが、平成２２年の国勢調査によりま

すと、６５歳以上のひとり暮らし高齢者

世帯の方は３，０６２人という数が出て
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おります。この割合を現在の高齢者数２

万人に当てはめてみますと、おおむね３，

５００人から６００人位の試算ができま

す。ただ、先ほども答弁させていただき

ましたように、登録者数が１，６００人

ということですので、この数の乖離につ

いては登録制度の周知を徹底するという

ことが大変重要であると考えております。

　２点目の見守り制度に関してですが、

事業所との見守り連携の案があるのかと

いうことでございます。新聞の事業者や

配食の事業者などとの連携については、

連絡をいただくというような体制をこれ

から構築していけるのではないかと考え

ております。あと、もう１点の総合事業

としての見守りについて、何か具体的な

案があるかといったことにつきましては、

現在地域において民生児童委員の友愛訪

問や老人クラブ会員内での寝たきりやひ

とり暮らしの高齢者への訪問事業等、展

開していただいているとお聞きしており

ますが、そのような現在地域でしていた

だいている活動を総合事業の見守りとし

て位置づけるということについて、今の

ところ具体的な案等はございません。

　３点目、４２ページの介護予防・ふれ

あい事業の内容についてですが、ふれあ

い配食サービス事業につきましては、昼

食は社会福祉協議会への委託、夕食は、

安威川以北が成光苑せっつ桜苑、安威川

以南は桃林会白鷺園に委託をしておりま

す。

　それぞれ登録が１か月当たり、昼食が

おおむね５０名程度、夕食が、それぞれ

配食数が１日３０食と限定がありますの

で、登録はそれぞれ、それを少し上回る

程度と聞いております。

　また、担い手ということで申し上げま

すと、社会福祉協議会への昼食の配食サー

ビスにつきましては、調理の事業所は現

在、ＮＰＯの法人で担っていただいてお

りますのと、各ご家庭への配食につきま

しては、ボランティアのお力もお借りし

ていると聞いております。

　続きまして、地域福祉活動支援委託料

は、市内にあります各旧小学校区で開催

しておりますふれあいサロンやリハサロ

ンの開催時の支援業務としまして社会福

祉協議会に委託をさせていただいており、

ヘルパーの資格を持つ職員に高齢者の支

援に当たっていただいています。

　ふれあいサロンやリハサロン等の対象

者については、その場所から近くに住ま

れる高齢者ということで、特に介護認定

の有無等のルールはございませんので、

そういうところで交流をと思われる方は、

ご参加いただけるような状況になってお

ります。

　１会場あたり、おおむね２０人ぐらい

から、多いところでは５０名を超える参

加もあるというような状況でございます。

　続きまして、街かどデイハウス補助金

ですが、これは要介護認定を受けられる

以前の比較的お元気な高齢者の方でひと

り暮らし等で、ほかの方と交流を図って

いただく、街かどデイハウスが市内に１

か所ございます。

　この事業は、千里丘協立診療所ボラン

ティアグループに担っていただいており

ます。

　登録は、現在２２名で、週に４回開催

をしておられますので、週１回の方も週

４回の方もおられるということです。

　あと、ふれあい入浴助成補助金としま

しては、ふれあい入浴ということで、市

内の公衆浴場３か所と、あと以南には公

衆浴場がございませんので、特養２か所

に高齢者のみを対象とした入浴を１か月

に１回提供をしております。

　「ふれあい」とついておりますのは、
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この公衆浴場で高齢者の方と子どもの交

流、ふれあいを図るということを事業目

的としております。

　老人はり・きゅう・マッサージ施術費

補助金ということで、これについては、

介護予防ということになろうかと思いま

すが、市内の鍼灸師会に加入をされてい

る事業所９か所における、はり・きゅう・

マッサージの施術に対する補助となって

おります。平成２５年の実績になります

が、交付件数は５０３件となっておりま

す。

　続きまして、４２ページの高齢者民間

賃貸住宅の内容と利用者数についてです。

　民間の住宅に住まわれております高齢

者おひとり暮らしの方または６５歳以上

の方を含む６０歳以上のみで構成されて

いる世帯の方を対象としまして、１か月

の家賃が５万円以下の世帯、１か月につ

きその家賃の３分の１、上限を１万円、

また、市町村民税が非課税の世帯にあっ

ては上限を１万１，０００円とし、家賃

の助成を行うものとなっております。利

用者数につきましては、平成２５年度実

績で２７３件、現在についても横ばいの

状況です。

　４４ページのシルバー人材センター事

業についてです。

　現在、シルバー人材センターにおける

登録者数と仕事の内容、また、仕事につ

かれた方は、何人かというご質問ですが、

平成２７年１月末現在、登録者数は１，

０３２名いらっしゃいます。

　平成２６年４月からこの１月末までで、

１日であっても仕事につかれた方は、８

９０名とお聞きしております。

　仕事の内容としましては、高齢介護課

から委託している移送サービス等や市か

らの委託事業のほか、指定管理に伴う業

務もあろうかと思いますが、それ以外に

は植木の剪定ですとか、除草、営繕、筆

耕や家事援助、そういったものがあると

伺っております。

○上村高義委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係るご質問に関しまして、ご答弁

させていただきます。

　高齢介護課からも同様のご答弁をいた

だいているかとは思いますが、第５次行

革に関しましては、施策全体の見直しを

実施するというような内容と考えており

ますので、市単独事業も含めまして、見

直しを行っていく内容になってくるかな

と思っております。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　ご質問５０ページ

の助産施設入所承諾事業についてのご質

問にお答えさせていただきます。

　平成２６年度の現在での利用者数は、

４人でございます。

　平成２１年から５年間は、大体１０人

前後で推移しておりますので、本年度最

終的にどうなるかわかりませんが、現在

は４人ということです。

　病院は、摂津市内には対象病院はござ

いませんで、大阪府内で中核市を除いて

２２の医療機関がございます。

　近隣市では、吹田で２軒、茨木で１軒

です。ご質問の吹田市民病院は、利用可

能機関になっております。

○上村高義委員長　森川センター長。

○森川環境センター長　茨木市とのごみ

処理施設広域化の今後の計画と理念につ

いてでございますけれども、今後の計画

といたしましては、平成２７年度と平成

２８年度の２か年間におきまして、広域

化の手法でありますとか、どういった焼

却炉の形態を採用するのかでありますと

か、どのくらいの規模にするのかなど、

さまざまな協議を重ねまして、ごみ処理
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施設の広域化が可能かどうか検討を行っ

てまいりたいと考えております。

　次に、広域化を進めるに当たりまして

の理念についてでありますけれども、本

会議でも答弁がございましたように、本

市単独で焼却施設を建設、維持管理して

いくことは、スケールメリットが働かず、

非効率となりますので、効率的な運営を

実施するためにも、茨木市との広域化を

進めてまいりたいと考えております。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　産業振興課にか

かわります５点の質問にお答えいたしま

す。

　まず、中小企業金融対策事業について

でございますが、平成２６年度現状の融

資の状況につきましては、申し込みは２

９件、金額にいたしまして、約１億２，

０００万円でございます。

　現在、まだ調査中のもの３件ございま

して、実行件数は２１件、実行金額が８，

４００万円となっております。

　昨年度、平成２５年度の決算では、３

０件、１億１，４２５万円の申し込みに

対しまして２５件、６，９２５万円の実

行となっておりますので、件数につきま

しては、ほぼ横ばい、融資金額につきま

しては、若干増加傾向にあるのかなと考

えております。

　次に、創業支援事業に係ります起業者

融資補助金についての質問ですが、この

補助金につきましては、昨年４月から日

本政策金融公庫と連携しまして、同公庫

が提供します女性、若者、シニア、起業

家資金による融資を受けた方に対して５

万円の補助金を交付するものでございま

す。

　平成２６年度の実績ですけれども、こ

れまでに１件、これは、平成２５年に柔

道整復業を開業された方が約１年たちま

して、事業拡大をされるということで、

この公庫の融資を受けられたものに対す

る補助でございます。

　それと現在、手続中のものが１件ござ

います。

　平成２６年度につきましては、中小企

業金融対策事業の一つのメニューとして

実施しておりましたが、平成２７年度か

ら創業支援事業ということで、事業をシ

フトしまして実施するところでございま

すが、制度の内容的には同一のものでご

ざいます。

　３点目の中小企業育成事業についてで

ございます。

　この補助金につきましては、中小企業

の方々の経営力向上、販路拡大、人材育

成ということを目的に実施しているもの

で、研修会の負担金や大阪大学のリサー

チパークへの入居費用、それから展示会

への出展費用に対する助成となっており

ます。

　平成２６年度の現状の実績につきまし

ては、大阪勧業展といいます展示会の出

展に対する補助が５件となっております。

　それから、４点目の企業立地等促進事

業についてでございますが、本市の産業

に果たす役割をどう捉えているのかとい

うことだったかと思いますが、まず、単

純に言いますと、奨励金を交付しますと、

その２倍の固定資産税の納付はいただい

ているということでございますので、奨

励金を差し引いたとしても、奨励金と同

額の税の増収が図られているということ

で、金額にしましても、３年間で１億２，

０００万円強の交付をしておりますので、

それと同程度の増収があったと。それが

一つの大きな効果、貢献であるのかなと

思っております。

　それと、雇用の拡大とか、そういう面

でどうなのかというご質問だったと思う
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のですけれども、先ほど市来委員への答

弁でもお答えしましたように、これまで

５社で６つの事業所が市外から摂津市に

移転されております。

　具体的には、尼崎、豊中、吹田、茨木、

高槻から、摂津市へ生産拠点を移された

り、あるいは新工場をつくられたり、新

社屋を建てられたりというようなことで、

その中で、働かれる従業員の数もふえて

いるということでございます。それで、

実態を把握するということで、現在、こ

れまで奨励金を受けられた事業所に対し

てアンケート調査を実施しております。

　過去の実績１７社のうち、今のところ

１１社ほど回答があるのですけれども、

摂津で事業拡大することによって、１１

社トータルで１６４名の従業員がふえま

したという回答をいただいております。

うち、摂津市民の方が１８名という集計

になっております。

　そのほかにも、地方出身者の方のため

に、摂津市内に住宅を借り上げて、そこ

に住んでいただいているというようなこ

とでありますとか、短期の雇用、繁忙期

については、摂津の地元の市民の方を優

先して雇用しているというような回答も

いただいております。

　そのほかに、地域への貢献ということ

で、例えば、小中学生への工場見学であ

りますとか、職業体験とかいうようなこ

とも実施されているところもございます

し、自治会行事への協賛であるとか、周

辺の清掃を実施されているといったよう

な貢献も報告をいただいております。

　それから、５点目の南千里丘分室管理

事業についてでございますが、この内容

につきましては、南千里丘のモデルルー

ム跡ですが、ご承知のように２階には保

育園、３階には商工会の事務所と、それ

から産業振興課の部屋があるのですけれ

ども、この建物全体の管理経費について、

平成２７年度予算を計上させていただい

ているところです。

　具体的に言いますと、例えば、電気保

安業務でありますとか、空調とか照明の

設備、消防の設備、エレベーター、自動

ドア等の保守点検の費用、機械警備、朝

と夜には有人警備も行っておりますので、

その費用について委託ということで、そ

れと、この建物の電気が高圧受電という

ことで、一括して一旦関西電力に支払う

ことになっておりまして、後で、商工会

あるいは桃林会から電気料金を案分して

いただくというようなことになっている

のですけれども、来年度については、こ

の電気料金についても一旦、事務を含め

た委託料でお渡しをして、そこから支払っ

ていただくというような予算で考えてお

ります。

　それから、この事業は施設管理の委託

ということで、特別な電気の補修であり

ますとか、機械警備以外については、南

千里丘のまちづくり地区の公共施設のの

一体的・効率的な管理という観点から、

施設管理公社に平成２６年度は委託して

いるところでございます。

　あと、この施設を使いまして行います

事業につきましては、それぞれの事業の

中でいろんな団体に委託をしまして事業

を行っているところでございます。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきます。

　まず、コミュニティセンターについて

ですけれども、ワークショップ７回、私

も１回だけ欠席しましたが、残りは全て

出ておりました。視察にも一緒に行かせ

ていただきました。

　基本構想、基本設計とできてきている

わけですけれども、そのワークショップ
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の中で、やはり一番皆さんの関心があっ

たことは、鯵生野市営住宅跡地の敷地を

全部使って、建物だけではなく、敷地の

活用も含めて考えたいということだった

のですが、ワークショップの中で、そこ

はこのワークショップの議題ではないと

いうことで、まず切り離された形になっ

たのです。

　敷地の決まった範囲の中での活用の中

身と、それから建物の内容、１階に何を

持ってくるか、２階に何を持ってくるか、

３階に何を持ってくるか、そういうふう

な間取りをどうしようかとか、そういう

ことをいろいろと話し合いました。

　その中で、第１９集会所に関しては、

自治会の方々の集会所を、今あるものを

解体して、新しく組み込むということで

すから、あくまで独立的な形でそこの自

治会の集会所として使えるようにという

ことが一つそのワークショップの中でも

話し合われたことです。それから、別府

公民館、この問題について、今、別府公

民館を使っておられる方々の中から、ま

た、運営をされておられる方々の中から、

やはり強い意見が出ていまして、公民館

という生涯学習の地域に根差した、きち

んと公民館法に基づいた、そういうもの

として存続させたいというふうなことは、

強い意見として出ておりました。

　それに対して、それはあかんという意

見は、ワークショップの中ではなかった

です。

　ただ、全体を公民館とするかというと、

それは、ほかの機能もやはり欲しいと。

ホールをつくるとか、そういうものも必

要だと。そこでいろいろと総会を開いた

り、イベントを開いたり、公民館だけで

はできないものもそこでやりたいという

ふうな話も出ました。そのワークショッ

プの中では、例えば、３階をそういうコ

ミュニティセンターとして使う、２階は

公民館として今の状態のものをもってき

て使いたいと。１階はエントランスや市

民サービスコーナーもしっかりと組み込

んだ形にして、第１９集会所のスペース

もつくりたい。第１９集会所は施設の中

からだけではなく、外からも入れるよう

にしたい、さまざまな意見が出ておりま

した。そういうのが、この基本構想の中

に生かされているのかなと思って拝見し

たのですが、余りしっかりと生かされて

いるような形では書かれていない、割と

ふわっとした格好で書いているなと。

　私たちは、そのワークショップの中で、

この壁をどっちに持ってくるとか、入り

口をどっちへ向けないといけないとか、

そういうことも細かく議論を続けたわけ

です。

　市民もそんな細かいところまで提案を

されて、いろいろと考え合い、ここにつ

いてどうしましょうというテーマを設け

られるので、そのテーマにのっとると、

そういう細かいところまで話し合うよう

な内容になったわけです。

　それが、きっちりとワークショップで

話し合われたことが生かされているなら

わかるのですけれども、ワークショップ

はあくまでワークショップだと。その上

で、市としてはつくるものはまた違うも

のになるかもしれない。

　先ほど、ご答弁の中にもありましたよ

うに、２か所視察にもいっています。

　その２か所の視察のうちの一つは、公

民館機能も備えたというコミュニティセ

ンターでしたが、もう１か所は、一つの

建物の中にコミュニティセンターがあり、

ここはコミュニティセンター、ここは公

民館と合体された大きな一つの建物とい

うのも見学させていただいて、そういう

こともできるのだなと。市側から提案し
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てくれたのだなと参加者は思ったわけで

す。

　ところが、お話がどんどん進んでいく

と、そのワークショップで話し合われた

り、見学をした中身と違ってきて、それ

が全部一つの複合体であって、先ほどおっ

しゃいました一体運用としてやっていく

と。指定管理者に対してそれを任せるの

だと。指定管理者についても、ワークショッ

プの中で、そういうことになる可能性も

ありますよという説明がちらりと出まし

たが、そのことについてもしっかり論議

をするかというと、それはなかったわけ

です。

　市民にとって非常に関心の高いところ

については、ワークショップの中で話し

合いを行われずに、本当に細かい内容に

ついて、どんどんと話し合いはされて、

しかもその細かい話が生かされるのかと

いうと、それもそうではない。

　これは一体、どういう思いでこういう

進め方をされておられるのかということ

についてお聞きをしたいなと思います。

　市民との協働ということを合い言葉に

ワークショップというのは取り組まれて

いると思うのですが、市民からすると、

これはガス抜きだという声も出ておりま

した。言いたいことをいっても、それは

取り上げられない。自分たちの思いとい

うのは、横に置き去りにされながら、形

だけ進んでいったのではないか、そうい

う思いを持っておられる参加者の方もた

くさんあったと私は思っています。

　これは、ここの場で話をすることでは

ないと言われるとは思いますけれども、

初めから南側に団地を残すという形で設

計案が出されたということについても、

住民の中からは納得がいまだにいってい

ないという声が出ています。

　この問題については、ここでご答弁い

ただけることではないと思いますので、

ご答弁はいいですけれども、ワークショッ

プで話し合われたことを本当にどんなふ

うに生かそうと思っているのかというこ

とについては、ぜひお聞きをしたいです

し、特に公民館の問題、先ほどしっかり

と絡み合うようにというお話でしたけれ

ども、公民館の場所とコミュニティセン

ターの階を分けるという案がワークショッ

プでは出されていたのに、それができな

いというのであれば、それについても市

民に説明責任があるのではないかと思い

ますので、そこについて、どうお考えな

のかも聞きたいと思います。

　マイナンバーの問題です。スケジュー

ルに関してはお聞きをいたしました。

　このマイナンバー制度については、非

常に不安が国民の中から出ています。内

閣府の２月公表の世論調査で、マイナン

バー制度の内容まで知っているという人

は、回答者の２８．３％にしかすぎませ

ん。

　実施まであと半年余りですけれども、

認知度が広がっておりません。内閣府の

調査の中で、プライバシー侵害のおそれ

というのが３２．６％、個人情報不正利

用被害の心配も３２．３％、国による監

視のおそれが１８．２％、特に不安がな

いというのは１１．５％でしたので、こ

れよりも不安のほうがどれも上回ってい

るという結果です。

　政府が、幾ら情報保護のさまざまな措

置をとっていると説明しても、国民にとっ

て懸念と不安というのが消せない、これ

がマイナンバーの今の状況だと思います。

　社会保障番号は、アメリカで導入され

ておりますけれども、アメリカでも個人

情報の大量流出や不正使用が非常に問題

となっています。

　安倍政権は今、国会にマイナンバー利
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用拡大ということで、まだ最初のマイナ

ンバー制度を実施もしていないところか

ら、利用拡大へ改定法案を提出するとい

う予定にしております。

　奨学金の制度もこのマイナンバーと絡

めようとか、具体的な話も出てきている

ところです。

　このマイナンバー制度については、自

治体にとっても準備が進まないとか、国

の説明不足とか、いろんなことが出てい

ます。摂津市でも早急に導入しようと、

いろいろと努力をしておられるのでしょ

うが、拙速にことを進めずに、しっかり

と市民の意見を聴いて、国に対してそれ

について不安感を払拭するとか、マイナ

ンバー制度そのものをやめるようにとか、

そういう声をしっかりと届けていただき

たいと思います。

　ましてや、コンビニ交付との関係とい

うことをいうと、市民の中から大変不安

な声が出ています。

　大体、それを使えるのかという、高齢

者の方なんか、本当に困ると。そんなこ

とで市民サービスコーナーがなくなって

しまったら、コンビニで私はようやらん

でというような方もたくさんいらっしゃ

います。

　先ほど、順次サービスコーナーの廃止

を考えるということもおっしゃっていま

したけれども、スケジュールみたいなも

のを考えておられるのであれば、それに

ついても教えていただきたいと思います。

　それから、マイナンバーのほうでは、

もし、市民から何か不安を感じていると

いうような声が出ているのを聞いておら

れたら、それについて教えていただきた

いですし、作業が順調に進む見通しを摂

津市は持っておられるのかということに

ついてもお聞きをしたいと思います。

　次、生活困窮者自立支援事業。いろん

な事業が行われていると思います。

　これは、本当に運用の仕方によっては、

非常にいい形でやっていける新しい事業

かなと思います。

　他市では、これを水際作戦に使うのと

違うかと、生活保護にいかせないために

利用するようなことが起こるのではない

かということも懸念がされていて、摂津

市ではそういうことはありませんといつ

も答えをいただいていますので、そこは

信頼しております。ぜひ、よりいい形で

の運用にしていただきたいと思います。

　学習支援事業、これは非常に気になっ

ているのです。人間科学大学の学生にボ

ランティアをしていただいて、中学生の

学習を支援してもらうと聞いているので

すけれども、これは、生活保護のご家庭

の子どもさんが対象ということだと思う

のですが、どういった場所で、どういっ

た形態で学習支援が行われるのか、個人

対個人なのか、それとも何人かがそこに

集まってきて、そこに学生が一人つくの

か。

　生活保護を受けているということがわ

かるということになると思うのです。私

の理解が浅いようでしたら教えていただ

きたいのですけれども、そういうプライ

バシーの問題であるとか、また、社会福

祉士の学習をしている学生という本会議

のご答弁もあったと思うのですけれども、

確かにそういうことを学んでおられるか

もしれないけれども、やはり学生は学生

です。

　その方に例えば、生活保護の家庭にか

かわっていただくということになれば、

守秘義務であるとかいろんなことも出て

くるかと思うのです。そういうことをど

うされるのか、大人の手はそこに届くの

か、市としてそれをどう責任を持ってそ

ういう事業を進めようとしているのか、
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いろいろと懸念のあるところなのですが、

具体的にこういう手だてを考えています

ということがあれば教えていただきたい。

　また、いろんな生活相談とか受けたら、

大人でもやはり非常に重たくなっていく

ということもあります。学生へのフォロー

というのは、どう考えておられるのか、

その辺についても教えていただきたいの

で、よろしくお願いします。

　かがやきプランですけれども、いろい

ろとこの推進審議会の中でお話をしてい

ただいていると思います。

　しかし、人数としては、そんなにたく

さんの方がいらっしゃるわけではない。

もちろん多ければ多いほうがいいという

ことではありませんけれども、回数とし

ても、今までお聞きしたところですと、

大体、年間５回か６回ということです。

今後、総合事業という新しい事業をどう

していくのかという話をこの会議の中で

されるのではないかと思うのです。

　それについて、この回数の中でやれる

のかどうか、それから、ここの委員の方々

にいろいろと判断をしていただくために

は、例えば、高齢者の家族の意見である

とか、事業所の意見であるとか、市民の

意見であるとか、そういうことも盛り込

んでいっていただかないといけないと思

うのですけれども、そういうものをどう

されようとしているのかということにつ

いて、ぜひお聞きしたいと思います。

　市町村の責任で、この総合事業という

のが新しくやられることになっています

が、本当に見通しの立たない大変困難な

中身だと私は思っています。市の方も非

常に苦労されると思うのですけれども、

これがどう決まっていくのかというのが、

やっぱり市民にとっても、介護を受ける

皆さんにとっても、家族の方にとっても、

事業所にとっても非常に気になるところ

だと思いますので、それをどう考えてお

られるのか、聞かせてください。

　それから、高齢介護にかかわる第５次

行革、単独扶助費のものだと思っていた

のですが、それも含め全てといわれると、

本当に一体何が出てくるのかわからない

のかなという恐怖感を覚えてしまいます。

　先ほどからいろいろと取り上げていま

すように、高齢者の皆さんを取り巻く事

業というのは、どれもこれも大切なもの

ばかりで、発展させていただきたいと思

うものばかりで、これはもうやめてもい

いよというようなものは、私には見当た

らないのですが、これをどんなふうにや

られていくのか、全部ですという言われ

方で、それで終わりなのかどうか、もう

少し具体的に聞きたいなと思います。

　それから、ひとり暮らし高齢者安全対

策事業。これは、３，６００人ぐらいい

るのではないかというようなことで、登

録しているのは１，６００人であるけれ

ども、いろいろ周知をしていくというこ

とでお話をいただきました。

　本当に、見守りの必要な方がこれから

どんどんふえていくと思うのです。それ

をどんなふうにしていくかというのは、

もちろん地域の力も大切ですし、事業所

との連携なども必要だとは思いますけれ

ども、やはり、そこは市がしっかりとそ

の対策をこういうふうにたてていくのだ

ということを、より強く推し進めていっ

ていただいて、その中で民間の事業所だ

とか、自治会や民生児童委員だとか、い

ろんなところで、お力も借りながらやっ

ていくということが必要ではないかなと、

そちらを主体にしてしまって、市のほう

がだんだん縮小していくということがな

いように、ぜひしていただきたいと思う

のです。

　配食サービスと見守りを一緒にやると
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いううたい文句でやっていた事業所が裁

判にかけられたことがあったと思うので

す。子どもが、親御さんがひとりで暮ら

していくからということで、配食サービ

スをすることによって、見守りもしてく

れるというならということで委託をした

のだけれども、結局、その高齢者の方は

孤独死をされておられて、それに対して

遺族の方が、これは契約違反じゃないか

というようなことで訴えを起こされたと

いうようなニュースが、以前あったと思

います。

　大概の事業所は、まじめにきちんとやっ

ておられるとは思うのですけれども、い

ろんなことがあります。民間にお願いを

するということは、非常に大切ですけれ

ども、やはり市としてきちんと高齢者の

安全対策の見守りということについては、

責任をもってやっていっていただきたい

と思います。これは、要望としておきま

す。

　介護予防・ふれあい事業、これもいろ

んなことに取り組んでいっていただいて

いるなというのが、非常によくわかりま

した。細やかな施策を展開してくださっ

ていると思います。

　これから、総合事業にいくということ

なのですけれども、やはりまずは、健康

な高齢者の皆さんがいきいきと生きてい

けるということを大切にするというのと、

それと、要支援など認定を受けられて専

門的なケアが必要な方と、そこはしっか

りと分けていただいて、健康寿命を延伸

していくために、または地域でのつなが

りを広げていくために、いろんな事業の

展開をこれからもぜひ大いにしていって

いただきたいと思いますので、これも要

望にしておきます。

　家賃助成についてですが、私の知って

いる方で、公営住宅の数も少ないし、施

設の入所も難しいと。サービス付高齢者

住宅はいろいろあるけれども高額やと。

慣れた家でご近所づき合いもしながら、

ぜひ、この家賃の助成を受けながら住ん

でいきたいのやというふうなことを聞い

ています。利用者の方には大変助かる制

度になっております。

　これがなかったら、生活保護の申請を

しなければいけないけど、何とかこの家

賃をもらっているので頑張っているのや

という声も聞いていますので、ぜひ、こ

の家賃助成はしっかりと継続していって

いただきたいと思います。よろしくお願

いします。これも要望にしておきます。

　シルバー人材センターです。たくさん

の方が老後の生きがい、社会参加という

ことで、シルバー人材センターに登録を

しておられると思います。中には、老後

の生活のためにということで、頑張って

おられる高齢者の方もいらっしゃると思

います。このシルバー人材センターの内

容について充実するように、いろいろと

計らっていただきたいと思います。

　また、先ほどから何回も言っています

ように、介護の総合事業というところに、

このシルバー人材センターからの活用と

いうふうなことを一つの案として考えて

おられるということも聞くわけですけれ

ども、そこについては、先ほど申しまし

たように、要支援の方にはやはり専門的

なケアが大前提ですので、そして、働い

ている方がちゃんと自分の仕事に見合っ

た報酬を得ていただくということも非常

に必要なことだと思いますので、この件

に関しては、慎重に行っていただくよう

にお願いをしておきます。これも要望に

しておきます。

　障害福祉にかかわる第５次行革の見直

しの対象ということでしたが、高齢介護

と同じく全てであるとおっしゃられて、
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非常にこれもショックを受けております。

　もう少し具体的に、お答えというのは

いただけないのでしょうか。本当に、決

まったときに、これが決まりましたとい

う形でしか私たちに教えていただけない

のかなというのが、非常に不安です。お

願いします。

　次に、助産施設入所承諾事業です。吹

田市では、済生会病院と吹田市民病院と、

この２か所が受け入れていただけるとい

うことですが、摂津市の中でも受け入れ

ていただける病院をつくっていただきた

いなと本当に思うのです。

　いろいろご苦労されているのは、私も

知っております。引き続き働きかけをし

ていっていただくようにお願いしたいと

思います。

　人数が減っておられるということです

が、利用者の周知をぜひしていただきた

いなと、対象になる方はふえてるのでは

ないかなと私は思います。

　子育て支援ということが、摂津市でも

言われておりまして、妊婦健診は無料で

受けることができるのは喜ばしいと思う

のですが、出産そのものがお金がなくて、

なかなかできないということでは、せっ

かくの妊婦健診も意味をなしません。

　経済的にしんどくても子どもを産むこ

とができる。そういう大事な制度ですの

で、ぜひ周知もしていただいて、使える

場所もふやしていただきたいと思います。

　吹田市民病院ですが、これは、国立循

環器病研究センターの移転の関係で、吹

田市民病院も移転と聞いています。

　国立循環器病研究センターのほうは、

もちろんそういう特化した病院ですので、

先進医療ということになるのでしょうが、

吹田市民病院の役割ということについて

は、この入院助産のことでも、摂津市に

はない中で、吹田市で受けていただいて

いるいう部分からも期待の大きいものが

あります。

　これが、医療特区に組み込まれること

によって、摂津の市民、吹田の市民が、

今まで市民病院として使えていた、活用

できていたそういう道が閉ざされてしま

う、範囲が狭まれてしまう、そういうこ

とのないように、ぜひとも図っていって

いただきたいと思っております。これは、

要望にしておきます。

　生活保護受給者の方の健診とか、そう

いうものについて、しっかりと見ていっ

ていただきたいなと思います。

　ケースワーカーの皆さんが非常にハー

ドワークだということが、先ほどのお答

えでわかりました。

　１人につき１００件を超えるというケー

スは本当に大変で、目がなかなかいき届

かないということがあるのかなと思うの

ですけれども、やはりケースワーカーの

人数をふやしていただいて、摂津市は全

員正規でやっていただいていると聞いて

いると思うのですが、確認もしていきた

いので、それについてお答えいただきた

いのですけど、しっかりとケアしていた

だける方をふやしていただきたいと思い

ます。

　たくさんの件数を抱える中で、いろん

な相談に乗っていくというのは難しいか

と思うのですが、私の知っている方のと

ころに、摂津市の納税課から市民税につ

いての差し押さえ予告が届いたのです。

生活保護の受給者の方です。

　生活保護になられた場合、それまでの

税の滞納は、執行停止にかけるというの

が、今まで摂津市が行ってきたことです

し、大概どこの市もされていると思いま

す。

　生活保護の保護費は、借金であるとか、

そういうものを返してはいけないという
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ことになっていますし、生活保護の方か

ら無理やり税の滞納分を取り立てるとい

うことは、法律で禁じられていると思い

ます。

　そういう中で、差し押さえ予告が送ら

れてきたということで、びっくりして納

税課にいったのですけれども、それは、

生活支援課が保護を開始されているのを、

こちらが把握しておりませんでしたとい

うことで執行停止にしていただきました

が、何でそこへ差し押さえ予告がいった

のかということも、一つ問題点は大きい

と思います。

　それについては、これからもいろいろ

と私たちも考えていかないとあかんなと。

市のほうに対してもそこについて、お問

いをしていかないとあかんなと思ってい

ますけれども、もしも、その生活保護の

受給者の方が、私のところに来てなかっ

たら、そのままわからないで放置してし

まっていたら、保護費が差し押さえられ

てしまっていたかもしれないのかなと思

うのです。それは本当にあってはならな

いことです。

　今回は、未然に防げたわけですけれど

も、ケースワーカーの皆さんにもしっか

りとその辺配慮をしていただいて、そう

いうことがないように相談に乗っていた

だきたいと思うのです。

　納税課に対して、生活保護受給者の方

をつかむことはできないのですかと聞い

たのですが、それはいろいろと個人情報

の問題もあって難しいというお話でした。

　それでも差し押さえ予告をそんなに簡

単に送ることに問題が非常にあると私は

思っておりますけれども、今のところは

納税課から、そうしますという回答はい

ただいておりませんので、ぜひ、生活支

援課でケースワーカーの皆さんに、受給

者の方に対して、そういうものが届いて

も、それは執行停止になるべきものだか

らということで伝えていただきたいし、

心配をしておいていただきたい、心にか

けておいていただきたいと思います。こ

れも要望にしておきます。

　次に、茨木市との広域化ごみ処理の問

題です。スケールメリットが働かないと

いうのが理念ということで、お伺いをし

たのですが、私がお聞きしていた理念と

いうのは、環境やごみ問題について、ど

ういう理念で行うのかということで、今

まで摂津市はごみの減量をして、環境を

守っていくという、そういう立場でごみ

行政も進めてこられたと思っているので

す。

　ごみの分別とか減量に対して、この茨

木市との広域化が逆行する形になるので

はないかという懸念がありますので、そ

のことについてお聞かせをいただきたい

と思います。

　今、国は、廃棄物処理施設が優先され

る条件として、高効率エネルギーの利用

等を要件づける交付金で誘導するという

形で、発電が自己目的化されたりとか、

ごみ対策に逆行して過大な施設建設を進

めるということが行われたりもしていま

す。

　施設稼働率を上げるために、できるだ

け多くのごみを燃やそうとして、ごみの

分別とかそういうことを余りしなくなる

という事態も起きている。それで、ラン

ニングコストなども上がっている。住民

自治体の負担増となる事態も生じている

とも聞いています。

　摂津市は、茨木市と広域化を進めてい

く中で、こういう問題についてどのよう

にお考えなのか、これをもう一度問いた

いと思います。

　そして、炉の更新、そういう問題も出

てきますけれども、茨木市との間でそう
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いうことについて、摂津市としてどれだ

けの発言権を持って話をしていけるのか、

今後これから先の見通し、そういうこと

についてもお聞かせいただきたいと思い

ます。

　融資の問題です。実態調査を摂津市が

行いました。その中でも、融資に対して

の要望は、非常に大きかったと思います。

　今、本当に小規模の事業所は困ってい

ます。ぜひ、融資枠の限度額の拡大をし

ていただきたいと思います。

　先ほどのご答弁でも、融資の金額は、

若干増加しているというようなお話があ

りました。しかし、限度額が決まってい

るので、もうこれ以上借りられないとい

うところもあるのです。

　ぜひとも、この限度額を引き上げてい

ただきたいなと思います。

　企業立地等促進条例の中の１億２，０

００万円ほどのうちの９，０００万円が

大企業に向けての融資になっています。

　中小業者に対して、小規模の事業所に

対して、摂津市が今行っているのは、そ

れと比べると、額としてすごく少ないの

ではないかと思います。

　せめてこの融資の限度額、しっかり拡

大していただきたいと思いますが、お答

えをお願いします。

　続きまして、創業支援事業ということ

ですけれども、これも先ほども言いまし

たけれども、その創業支援事業が、内容

的にはいいものであっても、平成２６年

度１件で、現在１件途中というふうなお

話でしたが、非常に件数が少ないと思い

ます。

　また、新たにシフトをしながら引き続

きやっていくということですが、これを

やっているから中小や小規模に対して支

援をしているのだということではなく、

やはり利用率の高い、非常に要望の高い

ところに事業を展開していただきたいな

と思います。

　昨年６月に小規模企業振興基本法がで

きました。今までの中小企業基本法では、

創業であるとか、成長・発展する、こう

いうところに支援するのだとなっていた

わけですけれども、この小規模企業振興

基本法は、小規模な事業所がどんどん衰

退して減っていってしまっている、この

実態のもとに、国もさすがにやはり対策

をとらないといけないということでつくっ

たもので、これは創業や成長、発展だけ

ではなく、事業を持続的に行っていくこ

とそのものに意義を見出して、それを応

援しようという内容の法律です。

　基本法ですから、計画も立てられ、い

ろいろしていくと思うのですけど、摂津

市としても、この方向でぜひとも取り組

んでいっていただきたいなと。商工振興

予算が大企業の利用に偏っていると批判

を受けないためにも、やはり小規模事業

所が望んでいる融資限度枠の拡大である

とか、それから、私たちはいつも言って

いますけれども、住宅リフォームの助成

制度とか、家賃補助とか、そういうもの

にしっかりと支援をしていただきたいと

思いますがいかがでしょうか。小規模振

興基本法についてのお考えもご一緒にお

聞きしますのでお答えください。

　中小企業育成事業ということでした。

これもやはり少ないと思います。先ほど

のご答弁と同じ趣旨ですので、先ほど言っ

た内容にお答えいただければ結構です。

小規模事業所に手厚い支援をお願いして

おきます。

　それから、企業立地等促進事業です。

先ほど、奨励金と同額の税収があるとおっ

しゃいました。しかし、奨励金がなかっ

たら、２倍の税収があったわけです。奨

励金があるからそこの企業がやってきた
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のだ、または新たな設備投資をしたのだ。

それは、本当にそうかどうかは、企業に

聞いてみないとわからないと思います。

そうではなく、企業として摂津市で展開

をする必要があったからやった。そうい

う奨励金があって、よかったなという形

のところもあるのではないかと思います。

　それにしても、非常に大きな額が大企

業にいっていると思います。雇用の拡大

と言われましたが、いろいろアンケート

をされているということは、前向きにやっ

ていただいているということで評価いた

しますけれども、１６４名の従業員はふ

えたけれども、摂津市民はその中で１８

名だけだということでは、私たちとして

は、それだけの奨励金をかけているにも

かかわらず、効果は低いのではないかと

言わざるを得ません。

　短期雇用は摂津市ですということです

が、ある大企業は摂津市でたくさんの派

遣労働者を雇っていましたが、突然、派

遣切りが行われて、多くの方が首になっ

て、急に本当に困ったというような声も

聞いた時期がありました。

　雇用が拡大する、初めから短期かどう

かというのは、また別物ですね。非常に

そのことについては、しっかりと点検し

ながら、どんな雇用が行われているのか

ということについても、ぜひ調査をして

いただきたいと思います。

　そして、下請の事業所に対して、どう

いう対応がなされているのかということ

についても調べていただきたいと思いま

す。これに関しては、お答えをいただき

たいです。

　南千里丘分室管理事業です。建物の管

理だということはわかりました。ありが

とうございます。これについては、商工

会の入っておられるスペースの中にいろ

んなコーナーも設けられて、これからい

ろいろ展開をしていかれると思うのです

けれども、摂津の中には、商工会に加入

をされていない事業者もあると思います

し、また、民間の商工団体などもござい

ます。商工会の建物のすぐ前にあるとい

うことで、商工会の会員は、非常に利用

がしやすいということになるのかもしれ

ませんが、広く一般に摂津市の事業所に

利用ができるように、ぜひ大きく広げて

展開をしていっていただきたいなと思い

ます。これは要望にしておきます。

○上村高義委員長　そしたら、答弁を求

めますけれども、最初のコミュニティセ

ンター事業については、中身的には生涯

学習課の文教常任委員会と、集会所に関

しては総務常任委員会の所管ということ

になると思うのですけれども、委員長と

しても、このコミュニティセンター事業

ということで、民生常任委員会に所管が

きているということでは、その意味が説

明がないのと、そのことを含めて、答弁

をお願いしたいのですけれども。そうす

れば、何でこの民生常任委員会にコミュ

ニティセンター事業としてきたのかとい

うことを理解できれば、我々委員もここ

で賛否するわけですけれども、その判断

ができるのであればと思っていますので、

そこらも含めてお願いします。あと、行

革がらみで高齢者と障害者についての第

５次行革はどういうものがあるかという

質問をされていますが、この第５次行革

そのものも総務常任委員会の所管になる

と思うのですけれども、そのサービスコー

ナーについても、マイナンバーについて

も、総務常任委員会の部分と民生常任委

員会の部分があるので、そこらも含んで

答弁していただいて、それでまた質問し

ていただくということでお願いしたいと

思います。

　船寺課長。
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○船寺市民課長　市民サービスコーナー

の問題について、私からお答えさせてい

ただきます。

　市民サービスコーナーにつきましては、

先ほどもご答弁申し上げましたように、

コンビニ交付の実施に伴い廃止するとい

う方針ではございますが、ご指摘の高齢

者への配慮やマイナンバーカードの普及

状況等の諸事情も勘案しながら、廃止の

時期については一定経過を置きながら、

検討してまいりたい、実施してまいりた

いと考えております。

○上村高義委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　生活困窮者自立

支援事業の中の学習支援事業でございま

すが、市内の公共施設１か所で集合型で

行う予定です。

　具体的な場所につきましては、生活保

護の中学生が集まるといったセンシティ

ブな問題でもあり、公にはできませんが、

人間科学大学とも協議を行い、できるだ

け生徒や学生ボランティアが参加しやす

く、また目立ちにくい場所で行いたいと

考えております。

　現在、大学側と月１回のペースで協議

を重ねておりますが、大阪人間科学大学

は福祉系の大学であり、社会福祉士や児

童福祉士、スクールソーシャルワーカー

などを目指す学生が多数在籍しておりま

すので、学生ボランティアの人選につき

ましては、志のある方でお願いしており

ます。また守秘義務も求めているところ

であります。

　実際の運営につきましては、大学側だ

けに任せるわけにはいきませんので、私

どものほうから主任相談員や生活保護の

ケースワーカーなど、職員１名も必ず学

習支援の場で見守りを行い、大人の目が

ある中で授業を進めてまいります。

　また、学生ボランティアに対する学習

支援のマニュアルでございますが、大学

側と協議の中、作成していく予定でござ

います。

　それから、生活保護のケースワーカー

ですが、現在、全て正職員でございます。

○上村高義委員長　堤保健福祉部長。

○堤保健福祉部長　高齢介護課と障害福

祉課の第５次行革に係るご質問につきま

して、一括してご答弁申し上げます。

　本市では、平成２７年度予算で税制改

正等の影響もございまして、市税収入は

１７０億円を切るという、非常に厳しい

財政状況であると聞いております。今回、

第５次行革の中でも、単独扶助費がクロー

ズアップされているというのが現状でご

ざいます。

　また、２０２５年問題を考えましたと

きに、先般の税と社会保障の一体改革の

中の資料にもございましたように、今後

１０年で医療費が約１．７倍、介護給付

費が２．２倍にもなろうかというような

試算が示されている状況でございます。

　そうした中で、先ほど増永委員もおっ

しゃいましたように、担当課としても、

ぜひ、これをやりたいという事業も多々

ございます。そういった中で、扶助費が

今後も大幅に増加するという状況の中で、

市単独扶助費だけではなく、全ての事業

を全庁的に見直していただいて、再構築

を図るという、こういう視点も必要になっ

てくるものと考えておるところでござい

まして、何もかもを廃止する、そういう

わけではございません。今のところ、こ

ういう状況でございまして、７月の行革

推進本部の会議の中で全てをお出しでき

るのではないかと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○上村高義委員長　鈴木参事。

○鈴木保健福祉部参事　それでは、私か

ら１点、せっつ高齢者かがやきプラン推
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進審議会において、総合事業の計画をど

のように今後検討していくかにつきまし

て、ご答弁申し上げます。

　検討会議の持ち方といたしましては、

この推進審議会をプラン策定後も年２回

の会議を設けてまいります。また、急な

案件で取り急ぎ委員のご意見が必要な折

に当たりましては、文書により回答をい

ただくような段取りも進めておりますの

で、こういうような対応により検討を進

めてまいります。

　また、総合事業は、介護保険の大幅な

制度改正によりまして、市町村で要支援

者の事業であるとか、介護予防の取り組

みを市で実施していかなければならない

大きな事業と認識しております。この推

進審議会におきまして、先ほども申し上

げましたように４０％の市民や市民団体

が参画していただいておりますが、総合

事業のたたきの案ができた折には、市民

にご意見を問う機会を設け、より市民目

線に立った事業展開を進めてまいりたい

と考えております。

○上村高義委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、ごみ

処理施設の広域化に関する理念というこ

とでの問いにお答えさせていただきます。

　茨木市との広域化の検討の内容につき

ましては、あくまでもごみ処理施設の広

域化の検討ということでご理解いただき

たいと思います。したがいまして、先ほ

ど委員からございましたように、これま

で本市が取り組んできておりますごみの

減量化であったり、分別につきましては、

現状を継続していくことで考えておりま

す。

　そして、これまでごみにつきましては、

焼却処理という形で行っております。こ

れにつきましても、茨木市と広域化を行

うことによりまして、ごみの量もふえて

きて、それが先ほど言いましたスケール

メリットという面もございますが、この

ごみが多くなることによって、それが今

後、資源という扱いになるということも

可能になってくるということでございま

す。

　最後に、茨木市と検討を行うに当たり

まして、摂津市の発言力というようなお

問いがございました。このごみ処理施設

の広域化につきましては、両市にとって

それぞれメリットが働くということで、

両市ともウイン・ウインの関係を保ちな

がらいいものにしていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。

○上村高義委員長　橋本参事。

○橋本生活環境部参事　それでは、私か

らはコミュニティセンターにつきまして

の経過について、触れさせていただきま

す。

　平成２５年度のワークショップの経過

も若干、説明させていただければと考え

ております。

　新しい公共施設を整備するに当たり、

地域住民の方々にワークショップを開催

して、それぞれが考える、期待する施設

のご意見をお伺いしました。その中で、

多様な意見が出てまいりました。その中

で、一つの集約する形というのも求めら

れてこようかと思います。そういった形

で集約するのに、報告会での施設間取り

など、それぞれ反映した部分をお示しし

てきた経過があったと確認しております。

例えば、集会所につきましても、ワーク

ショップの中で独立した施設として設置

してほしいという経過もありました。た

だ、独立した施設となれば、トイレもつ

いて完全に独立と、それが一体施設かと

いった見方もございます。１階エントラ

ンスを供用しながら、そして時間外に夜

警等にも利用したいとおっしゃられる集
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会所の利用の形態を残せる管理の方法、

それらを全て検討して、実施設計に反映

していく流れかと思っています。集会所、

外部へ出入りする扉等についても、しっ

かり基本設計の中に落としてあったと記

憶しておりますし、それをもとに実施設

計を進めております。

　あわせまして、市民活動支援課が平成

２２年にコミュニティプラザができまし

た経過の中で携わってまいりました。市

民の交流と多様な活動の場を提供して、

もって活力ある地域社会の形成を進めて

いくという、新たな施設が平成２２年に

コミュニティプラザとしてオープンしま

して、５年が経過します。その中で、指

定管理者への移行も経験してまいりまし

た。市民に親しまれる施設がどうあるべ

きか、そういったことも十分経験してお

ります。指定管理者につきましても、そ

の当時のワークショップでお話しても、

身近な事例として摂津市には少なかった

ということで、他市視察に行きました。

民間の団体が指定管理されている施設と、

ＮＰＯが指定管理されている施設、民間

会社ですけれども、その前の地元の協議

会との差がどういったものなのかといっ

たこともご説明いただきました。今後、

指定管理を導入するに当たって、地元と

も指定管理制度の運用について、十分な

理解、共通の理解を得て、また、地元が

指定管理される方法もあろうかとは思い

ます。そういったことも含めて、しっか

りと検討して進めてまいりたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　産業振興にかか

わりますご質問にお答えします。

　まず、中小企業への融資の枠の拡大に

ついてでございますが、本市の現状の制

度は、融資の限度額が６００万円という

ことで、環境改善に資する設備資金につ

いては、さらに３００万円上乗せという

制度になっております。

　平成２６年度、先ほどご答弁申し上げ

たように、平均の融資額が４００万円と

いうことで、本市の場合、比較的事業規

模もそう大きくなく、多額の資金を必要

とされるというところも、そう多くはな

いのではないかなということで、現状の

枠が妥当ではないかなと思っております。

　ただ今後、経済情勢の大きな変化が見

られるとか、社会的な要請があるという

ことであれば、これは大阪府との連携の

制度でもありますので、大阪府や金融機

関とも協議しながら、また変更等を図っ

ていくこともあろうかなと思っておりま

す。

　それから、小規模企業振興基本法の制

定を受けて、本市もそういう支援事業で

あるとか、中小企業育成事業などの小規

模事業者への支援のあり方というお問い

ですが、この基本法につきましては、昨

年６月に施行されておるということで、

国がこの法に基づいて、１０の重点施策

というのを展開するという基本計画を立

てております。その中で、ビジネスプラ

ンに基づく経営の推進であるとか、需要

開拓に向けた支援、新事業の展開の支援、

起業創業の支援、事業承継、円滑な事業

廃止、人材の確保・育成等々、１０の重

点施策を立てているんですけれども、先

ほど委員おっしゃった成長的な発展だけ

じゃないですよということで、今回、持

続的発展という言い方しております。持

続的ということなんですが、あくまでも

事業を発展するように、需要に応じた事

業展開を小規模な事業所もしていただけ

るようにということで、支援するのがこ

の趣旨であろうかなということで、その

中でも新陳代謝の促進というふうなこと
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も、国の目標でありますので、いわゆる

先ほど言いました重点施策の中にも事業

承継とか、廃業の支援までも行おうとい

うものですので、先ほどから答弁してい

ますように、経営力の向上であるとか、

人材の育成であるとか、そういうところ

に市としても力を入れていくべきだなと

考えております。

　直接的な助成ということで、例えば住

宅リフォーム制度であるとか、家賃助成

ということも以前からご提案いただいて

いることは、承知しておりまして、いろ

いろと他市の状況とかも見ているんです

けれども、例えば住宅リフォームでいい

ますと、耐震化の補助でありますとか、

環境に配慮したような補助でありますと

か、そういう政策的な誘導策としての補

助というのは、多くございます。これが

産業の振興にとって、どれだけ効果があ

るのか、少し私どもは疑問に思っている

ところもございまして、直接的な助成と

いうのは、一時的な効果というのはある

とは思うんですけれども、持続的発展と

いう視点では、やはり間接的にはなりま

すけども、先ほどから何度も言っていま

すように経営力の強化、経営改善とか、

事業者に体力をつけてもらうような施策

が重要だと認識しております。

　それから、企業立地のご質問の中で、

雇用の中身であるとか、下請への対応、

そういったことも大企業に要望していく

べきだというようなお問いだったかと思

うんですけれども、この奨励金の制度の

目的というのは、産業の振興と経済の活

性化ということで、例えば、企業の流出

防止であるとか、誘致であるとか、そう

いう趣旨での補助金、奨励金制度でござ

いますので、なかなかそれ以上のことを、

どこまで求めるのかというのは難しいの

かなと思っております。しかしながら、

現地確認で職員がお伺いして、大きなと

ころでしたら、例えば総務の担当者であ

るとか、小さいところでしたら経営者の

方とかと懇談といいますか、お話しする

機会もあるんですけれども、そういう中

で、行政としての協力を求めたりという

ことは、させていただいておるところで

もありますし、企業の要望といいますか、

そういう声もお聞きしております。企業、

事業者が法令をきっちり守っておられる

ということであれば、なかなか雇用の中

身とか、下請対応、そういうところまで

踏み込んで言えないのではないかなと考

えております。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　３回目の質問をさせて

いただきます。

　コミュニティセンター事業についてで

す。ワークショップで出たさまざまな意

見ということでしたけれども、さまざま

な意見があった部分もありますが、しっ

かりと一致していたところも多かったと

私は記憶しております。自治会のほうは、

自治会の方といろいろと進めておられる

ということで集会所の形がそういう中で

変わってきたと今お聞きしましたけれど

も、公民館の部分に関しては、そうでは

ないのではないかと思います。これはしっ

かりとそのときのワークショップでの意

見なんかも生涯学習課に届けていただい

て、これから話し合う中で、本当に市民

の思いに沿ったものにしていっていただ

けるように、ぜひお願いしたいと思いま

すので、要望としておきます。

　市民サービスコーナーが、この別府の

コミュニティセンターの中につくられる

ということで、ワークショップの中では

話し合われておりました。つくるときに

はできるんだと。その中で先ほどありま

したように、コンビニ交付事業がマイナ
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ンバーの導入によって行われたりすると

いうふうなことも情報としてはありまし

たので、いずれ市民サービスコーナーが

廃止される可能性はあるけれども、この

コミュニティセンターができるときには、

それは中に組み込んでつくるんだという

説明を受けて、そのサービスコーナーの

入り口はどうしようかというような話し

合いがワークショップで行われていたと

ころです。

　先ほどのお話にありましたご答弁で、

マイナンバーにかかわるコンビニ交付、

これについては、普及の様子をしっかり

見ながら行っていく。廃止をするとして

も、高齢者のことやいろんなことも考え

ながら行っていくとお答えをいただきま

したので、このコミュニティセンターが

でき上がるのは、平成２８年夏です。平

成２８年１月からマイナンバーの交付が

始まるということで、コンビニ交付も、

これ以降ということですので、本当に始

まってから、まだわずかな間にしかなら

ないオープンになると思いますので、しっ

かりとコミュニティセンターの中に市民

サービスコーナーを位置づけていただい

て、つくり上げたときにはそこにあると

いうふうにしていただくことが大事だと

思うんですが、この市民サービスコーナー

のことについて、お答えください。

　コンビニ交付の部分については、高齢

者の皆さんとか、そういうことにも気を

配って普及の様子を見ながらということ

でお答えいただいたので、ぜひとも、そ

ういうことをしっかりと考えていただき

たいと思います。要望にしておきます。

　自立支援ですけれども、生徒や学生ボ

ランティアの方が参加しやすく目立ちに

くい場所というのは、非常に難しいなと

思うんですけれども、初めて行う事業だ

と思いますので、非常に心配をしており

ます。しっかりとした対応を、ぜひ行っ

ていただきたいと思います。学生につい

てのケアも、ぜひよろしくお願いします。

　また、これは始まっていく中で、いろ

いろ出てくると思いますので、またその

中でいろいろと質問させていただく機会

もあるかと思いますので、よろしくお願

いします。要望にしておきます。

　高齢者かがやきプラン推進事業です。

やはり回数の少ない中で、人数も一定限

られた中でまとめていくというのは、非

常に難しい問題もあると思います。市民

の思い、高齢者ご本人の思い、そしてま

た家族の思い、事業所の思い、そういう

ものをしっかりと市として把握していた

だいて、またそういうところに情報もど

んどんとオープンにしていただいて、一

緒に考え合っていくと。そして、それを

委員たちに届けていくと。ぜひお願いし

たいなと思います。要望にしておきます。

　堤部長から、高齢介護と障害福祉にか

かわっての第５次行革についてというこ

とで、お答えをいただきました。具体的

な中身を今、出すのは難しいということ

だと思います。私も具体的に聞きたいん

ですが、何がどうなるのかわからないの

で、具体的に私も聞けないというような

状況ですけれども、高齢介護や障害福祉

にかかわる事業は、本当にどれもこれも

大切な事業だと思います。摂津市が今ま

で単独扶助費で頑張ってこられた。それ

はもう摂津市の良心だと思っております

ので、ぜひとも慎重に審議をしていただ

いて、市民の立場を、市民に寄り添った

そういう施策展開をこれからもしていっ

ていただきたいですし、情報はできるだ

け早い段階で、私たちにも届けていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

　茨木市との広域化の問題ですけれども、
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ごみ減量であるとか、リサイクルを進め

るということについて、今までと考えは

変わらないということでご答弁をいただ

きました。ごみ処理施設のみの広域化と

いうことですけれども、ごみ処理施設の

内容が、よりごみをたくさん出してもら

わないと困るというごみ処理施設になる

のではないかというのが、一つの懸念で

す。ごみが資源になるとおっしゃいまし

たけれども、さまざまな観点を持って、

そのことについても検証していっていた

だきたいと思います。ごみの燃料化とい

いますけれども、本当にそれが地球全体

にとって、環境にいい方向なのかどうか

ということは、ぜひ考えていっていただ

きたいなと思います。これから少子高齢

化と言われていますけれども、ごみは減っ

ていくのではないかともおっしゃられて

いると思います。そういう中で、今回の

広域化については、ウイン・ウインやっ

たとしても、この後、またいろんな場面

でどうしていくかということを、対等な

立場で茨木市と話し合いができるのかど

うかというのは、やはり大事なことだと

思いますので、ぜひご検討をいただきた

いと思います。これは要望にしておきま

す。

　融資ですけれども、大阪府の融資の限

度額が１，２５０万円やったと思うんで

すけれども、これが保証協会に直接申し

込むことができるという状況のとき、非

常に摂津市でも利用が多かったんです。

ところが、保証協会に直接申し込むとい

うことがやりにくいという状況になって、

銀行を通じないといけなくなって、融資

が受けにくくなっているということを聞

いています。６００万円ということです

が、やはりこれでは足りないなという方

も多くいらっしゃると思います。１，０

００万円ぐらい借りたい方が、限度額６

００万円と初めからわかっているところ

に申し込みはされないわけですから、今、

申し込みがないからといって、ニーズが

ないというわけではないと思います。そ

れは、市が行われた実態調査の中でも融

資の問題については、要望が出ていたん

ではないかと思いますので、ぜひご検討

ください。要望にしておきます。

　小規模企業振興基本法です。新陳代謝

ということは言われています。世代継承

とか、そういうことについても支援が必

要やと言われていると思いますけれども、

その中に廃業ということもあったかもし

れません。では、摂津市として小規模事

業の廃業に支援をするのかということで

す。やはり、そこはきちんと摂津市とし

て、小規模事業所をどうするのかという

ことについて、理念を持っていただきた

いと思うんです。大企業が幾つか入って

きてくれたら、小規模事業は減っていっ

てもいいのかということです。そこはき

ちんと考えていただいて、施策展開も本

当にそれに見合うだけの施策展開をして

いただきたい。大企業だけに優遇してい

るわけじゃありませんと言うのなら、しっ

かりと金額の問題でも、小規模事業所に

対して、これだけのことをやっています

と言える中身をつくらないといけないの

ではないかと私は思います。これについ

ては、もう一度ご答弁いただきたいと思

います。

　企業立地等促進事業についてです。摂

津市の出されている産業振興アクション

プラン、この中の企業立地等促進制度の

充実という項目の中でも、中小企業の起

業支援ニーズとのずれという課題も見え

てきましたと書かれているんです。まし

てや小規模事業所にとっては、企業立地

等促進奨励金をいただくことは、設備投

資そのものができないから、非常に厳し
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いという状態があると思います。やはり

そこについては、この制度は５年間とい

う形で始められたものだと思いますので、

ちょっと振り返っていただいて、本当に

これをやっていくことが、これから先も

大事なのかどうか。これをやれへんかっ

たら、摂津市の大企業みんな逃げてしま

うのか。もう一度しっかり考えていただ

きたいですし、大企業に対して、そんな

に物が言えないのなら、もうそんなにしっ

かりとここにお金を注ぎ込むのはやめた

らどうかなとも思います。中小企業は地

元で人を雇うんです。地元で下請にも出

します。地元でお昼御飯を食べます。み

んな地元の産業の活性化に直接つながり

ます。大企業は大きな建物を建てるかも

しれませんけれども、従業員はよそから

来るとか、直接的にはならない場合が結

構多いです。これだけのお金を、今ある

摂津市の小規模事業所や中小企業にしっ

かりと注ぎ込んでいただいたら、もっと

しっかりとした産業振興が行われるので

はないかなと思います。税収も大企業は

いろいろ抜け道があって、法人税とかこ

れから優遇もされます。中小企業は反対

に、税は上がっていく形になっておりま

す。中小企業や小規模事業所がたくさん

摂津市にあるほうが、より税収がふえる

かもしれません。ぜひその辺も考えてい

ただいて、これも最後にお答えください。

○上村高義委員長　答弁求めます。

　杉本生活環境部長。

○杉本生活環境部長　コミュニティセン

ター事業の関係であります。市民サービ

スコーナーのことでありますが、確かに

コミュニティセンターの当初の基本設計

という中に、サービスコーナーが書いて

あるのも事実でございます。

　ただ、サービスコーナーはその時点で

ありましたので、これをどうするか。別

府公民館にあるやつを野ざらしでやるわ

けにもいきませんので、当然、書いてあ

るわけですけれども、一方で、コンビニ

交付なり、マイナンバー制度の進展とと

もに、平成２８年１月からいよいよカー

ドが交付され、コンビニ交付ができると

いうことになったときに、サービスコー

ナーで今やっている役割は、ほぼ担える

のではないかというのが我々の判断です

し、担えるのであれば、二重に必要はな

いので、これは廃止していくという方向

になるというのは、我々の考え方であり

ます。

　ただ、先ほどもありましたけど、高齢

者の問題とか、円滑なソフトランディン

グの問題でありますとか、こういったこ

とを考えれば、カードを配りまして、は

いコンビニ交付でやります、ほかやめま

すということでは決してないということ

を申し上げておきます。

　平成２８年１月開始で、平成２８年夏

にコミュニティセンターの開館ですから、

これはわずかな期間とおっしゃいますけ

ど、半年ありますし、私どもはそこまで

性急には考えておりません。ただ、これ

は行革のロードマップを今年の夏までに

つくりますけど、その中で言っている日

程と、どのような廃止の方向かというこ

とを考えるべきではないのかなと思って

おります。

　つけ加えて申し上げましたら、ワーク

ショップをやって、別府のコミュニティ

センターをつくってということになって、

さまざまなご意見をいただいております。

ワークショップ自体のあり方についても、

我々ご意見いただくこともあるんですけ

ども、その中で一つ言えることは、そう

いったことを集約し、行政の判断として、

これがいいといったことを議会等にお示

しした中で、最終的な形をつくっていく
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という形になろうかと思います。公民館

の問題は、教育委員会の所管になります

ので言及を控えますけれども、これにつ

いてもそういった形で、また議会にご報

告させていただけると思います。

　ただ、コミュニティプラザも所管して

います立場から一ついいますと、やはり

あのコミュニティプラザというのは、福

祉会館と何が違うのかというと、新しい

流れというか、人の交流ができているの

ではないかなと考えております。そういっ

た経験も踏まえて、新しい考え方、また

各階に分けてという形も確かにないとは、

否定はしませんけれども、そういう我々

の経験も踏まえた中で、新しい形をつくっ

ていきたいと考えております。

　企業立地の関係です。大企業に物が言

えなければ、そういう補助金を出さなく

ていいのではないかということでありま

すが、我々は決してそうは考えておりま

せん。ただ、それでは小規模の企業はど

うでもいいのかなんてことも全く思って

おりません。小規模でも元気で活力のあ

る企業になっていただきたいということ

であります。だから、先ほどの小規模企

業の振興の法律の中でも廃業とか書いて

あるというのは、やっぱり一つは、企業

としてやっておられるけれども、どんど

ん衰退していってしまう。無理に続けら

れること自体が本当にいいのかどうかと

いったことも、やっぱり考えないといけ

ないのではないかと我々は思っておりま

す。でも、やる気があって、元気で活力

がある小規模がどんどんふえていただい

たらいいと思っております。これが前提

です。そして、今の委員のご指摘であれ

ば、大企業よりも小規模だけをどんどん

やればいいということになるんですけど、

現実を見ていただいたら、摂津市の税収

自体を大企業がどれだけ占めているとか

で、やっぱり考えていただかないといけ

ないと思います。この企業立地等促進条

例自体、これは大企業の優遇策かと言わ

れたら、そうなのかもしれません。大企

業からたくさんお金が出るということで

あればですが、ただし、それはそれに見

合うだけの投資をしていただいている、

摂津市内に投資をしていただいていると

いうことを前提にした話であります。摂

津市はその当時の委員とも、当時の共産

党議員ともお話させていただきましたけ

ど、いろんなご意見いただいた中で、中

小企業、小規模事業所に対して、使える

制度にしようということも、我々は配慮

しておるつもりでおります。だから、決

して大企業がなかったらやっていけない

ということは、摂津市の税収構造を見れ

ば明らかであります。だからといって、

我々は大企業に対してやることはやるけ

ども、やっぱり言うことも言っていくと

いう姿勢は持っていたいと思っておりま

す。ですから、今の委員のご質問の中で、

我々は大企業も小企業も中小企業も大事

にしたいということで考えております。

　融資についても、いろんな意見もあり

ますし、今までの大阪府の事業保証協会

の体制の問題でありますとか、我々でな

かなか及ばない点はありますけど、やっ

ぱり時代に合った融資制度の確立という

ことは、これは委員にされても、我々と

同じことだと思いますので、今後とも、

それは研究をしたり、努力できるものは

していきたいと考えております。

○上村高義委員長　増永委員。

○増永和起委員　コミュニティセンター

の市民サービスコーナーについてです。

１月に始まって、それで夏まで何か月間

かあるから、それで対応ができるという

ことは、若い方は可能かもしれませんけ

ど、高齢者の場合は、やっぱり難しいと
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思います。それでやっていくんだという

ようなお答えでは、今なかったと思いま

すので、本当にきちんと配慮していただ

いて、別府から市役所まで来るのも、な

かなか遠いです。やはり地元では、サー

ビスコーナーが非常に重用とされており

ます。ぜひ、コミュニティセンターの中

につくっていただきますようにお願いを

申し上げます。市民の声をしっかり聴い

ていただくということで、公民館の問題

についても考えていっていただけるとい

うことでしたので、ぜひよろしくお願い

します。要望にします。

　それから、融資の限度額については、

ぜひ検討してください。要望しておきま

す。

　小規模事業所の問題ですけれども、こ

の基本法ができた背景も、やはり小規模

事業所というのは、自分の経営努力だけ

ではなかなか難しい。その時々の情勢の

影響を受けて変わっていくことが背景に

あり、やはり支援が必要です。おっしゃっ

ているように、小規模の事業所も活力の

ある、そういう形になっていってほしい

と言っていただけるのであれば、ぜひ、

そうなれるようにお願いします。やりた

くもないのにやっている事業所を応援し

てというわけではありません。頑張って

やりたいんだけど、なかなか自分たちの

力だけでは立ち行かないという、今の小

規模事業所の経営を取り巻く状況をしっ

かりと把握していただいて、ぜひ応援し

ていただきたいなと思います。

　大企業に対しても、私はこの企業立地

等促進事業についても、こんなものは今

すぐやめなさいというようなことを言っ

たことはないと思います。物が言えない

とおっしゃったので、物が言えないんやっ

たら、もうそんな出さんでもいいじゃな

いのという話をしたまでで、この事業が

どう生かされるかということは、やはり

市がそれだけの税金を奨励金にかけてい

るわけですから、しっかりと摂津市に対

して、ただ税収がふえるというだけでは

なく、産業の活性化という部分で、産業

振興課が担っているわけですから、そこ

はやはりこの奨励金を活用して、大いに

やっていただきたいと思っておりますの

で、アンケートもとり始めているという

ことですので、ぜひ生かしていただきた

いなと思います。

　大企業も中小企業も小規模の事業所も

しっかりと反映する摂津市であってほし

いというのは、私も同じ思いですので、

ぜひ、これからもいろいろと教えていた

だきながら、私も頑張りたいと思います

ので、情報もまた開示してください。よ

ろしくお願いいたします。

○上村高義委員長　増永委員の質問が終

わりました。

　暫時休憩します。

（午後２時５２分　休憩）

（午後３時２０分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　質疑に入ります。

　村上委員。

○村上英明委員　質問ということであり

ますけども、まず最初に、２点ばかり歳

入面でお聞きをしたいなと思います。

　予算書の３５ページでありますけれど

も、生活保護受給者就労支援事業負担金

というのが計上されておりまして、これ

が４７８万８，０００円だったと思いま

すが、その算出の根拠、考え方について、

１点目お尋ねをしたいなと思います。こ

れも６３８万４，０００円に対して国か

ら４分の３ということであったと思いま

すが、この６３８万４，０００円の歳出

の内容について、１点目お尋ねをしたい

なと思います。
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　２点目が、同じ一般会計予算書の３７

ページということで、生活困窮者自立支

援事業補助金というのは、これも国から

の補助金ということでありますけども、

これが２０８万６，０００円ということ

で、国からということであると思います

が、この算出の内容について、お尋ねを

したいなと思います。

　次が、歳出ということで予算概要から、

歳出面は質問させていただきたいなと思

います。

　まず、１点目は２０ページのところで、

ＬＥＤ防犯灯の修繕料というのが計上さ

れておりますけれども、今年度、修繕を

どの程度見ておられるのかということを

お尋ねをしたいなと思います。

　次が、３０ページ、住基事務事業とい

うことで、この中でマイクロフィルムデー

タ変換業務委託料というのが記載をされ

ております。これは、私が見たところ平

成２６年度の当初予算にはなかったよう

なことかなと思うのですが、今年度の内

容についてお尋ねをしたいなと思います。

　次の歳出の３点目なんですが、３２ペー

ジであります。住居表示事務事業という

ことで、修繕料が計上されております。

これも私の見たところ、平成２６年度当

初ではなかったようなことだったと思い

ますが、この修繕の内容についてお尋ね

をしたいなと思います。

　４点目が旅券事務事業ということで、

職員派遣委託料というのが、平成２７年

度の当初については計上されていないと

いうことで、この旅券事務も昨年度から

されたということで、最初ということで

職員派遣があったのかなと思うんですが、

これは平成２７年度どういう体制でいか

れるのかということも含めて、お尋ねを

したいなと思います。

　次は、６６ページということで、葬儀

会館管理運営事業という中で、測量委託

料というのが計上されておりますけれど

も、この委託料の内容について、お尋ね

をしたいなと思います。

　次の３８ページでありますけれども、

戦没者慰霊事業というのが計上されてお

りまして、私もここ数年参加をさせてい

ただいておりますけれども、ご遺族の方

の参加が減りつつあるのかなというよう

なことも思いまして、今年度の事業と今

後の考え方について、お尋ねをしたいな

と思います。

　次が４０ページでございます。災害時

要援護者支援事業というのがございまし

て、この中で、平成２７年度につきまし

ては、臨時職員賃金というのが計上され

ていないと思います。これも要援護者の

台帳関係とか、そういう作成の関係かな

と思うんですが、今後のメンテナンスと

いうんですか、そういうことも含めて、

今後の方向性をお尋ねをしたいなと思い

ます。

　次が６０ページのところで、がん検診

事業ということで、午前中からもいろい

ろと質疑もありましたけれども、その中

で、乳がん検診委託料というのが、金額

的には減額をされているということで、

この減額の内容をお尋ねをしたいなと思

います。

　この検診自身については、全体として

は同じということかもしれませんですが、

委託の関係がどこかの事業に含まれてい

くのか、その辺も含めてお尋ねをしたい

なと思います。

　次が６２ページということで、歯科健

康診査事業ということでありますけれど

も、平成２７年度につきましては、この

乳児の歯科健診の回数等をお尋ねしたい

なと思います。

　次が６２ページというところで、まち
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ごと元気ヘルシーポイント事業というの

が、新規で計上されております。これも

本会議等々質疑もありましたけれども、

このスケジュールとか、また内容とか、

対象者について、お尋ねをしたいなと思

います。

　次が４０ページでございます。介護予

防活動促進事業というのが、本年なくなっ

ていると思いますが、この事業がどこか

に集約されるのか。この事業がもともと

見直しをされてということがあったのか、

その辺をお尋ねをしたいなと思います。

　４６ページでありますけれども、身体

障害者更生医療事業というのが計上され

ておりまして、この中で、更生医療費と

いうことで、昨年よりも増額になってい

ると思いますが、その背景なり理由をお

尋ねをしたいなと思います。

　次が４８ページでありますけれども、

障害者就労促進事業というのが計上され

ておりまして、その中で業務委託料の減

額ということで、午前中も質疑もあった

かと思いますけども、改めて内容につい

てお尋ねをしたいなと思います。

　それから、５６ページのところで、レ

セプト点検事業というのが計上されてお

ります。生活支援課の業務だと思います

が、その点検の内容についてお尋ねをし

たいんですが、昨年と比較をして、一般

会計の分が増額になっているということ

もあるかと思いますので、その辺で一般

会計を増額して、このレセプト点検をやっ

ていくという理由をお尋ねしたいなと思

います。

　それから、７０ページのところで、環

境業務課の所管になるかと思いますが、

エコアクション２１認証取得助成事業と

いうのが計上されております。この中で、

平成２７年度どれぐらいの目標でいかれ

るのかということで、お尋ねをしたいな

と思います。

　次に、７２ページでございます。産業

振興課の所管ということでありますけれ

ども、農業地域力創造推進事業というの

が計上されておりまして、この中の備考

欄というところに、米の計画的生産及び

水田の有効活用というのが記載をされて

おりますけれども、活動内容について、

お尋ねをしたいなと思います。

　同じく７２ページのところで、米消費

拡大推進事業というのが計上されており

まして、これも備考欄の中に、米の消費

拡大を図るということが記載をされてい

ると思いますけれども、この消費拡大に

向けて、どういう活動を平成２７年度さ

れていくのかということについて、お尋

ねをしたいなと思います。

　平成２７年度分については、以上なん

ですが、平成２６年度の補正の分につい

て、２点お尋ねをしたいなと思います。

　まず初めに、３８ページのところで、

社会福祉総務費で民生委員推薦会委員報

酬というのがあるんですが、これは当初

予算の３分の１ぐらいに減っているとい

うことだと思います。この内容について、

お尋ねをしたいなと思います。

　もう１点は、４０ページのところで、

これも社会福祉総務費なんでありますが、

介護予防支援業務委託負担金の補正とい

うことで、当初予算、金額はそう多くな

いんですけれども、３万円が計上されて

おりましたけれども、補正で３万円の減

ということで、実質この負担金がなくなっ

たのかなと思いますので、その辺の理由

をお尋ねをしたいなと思います。

　その下の防火管理責任者講習会参加負

担金の補正ということで、この予算で４，

０００円なんですが、減額補正で４，０

００円ということになっているかと思う

ので、その理由をお尋ねをしたいなと思
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います。

　最後なんですが、合同説明会負担金と

いうことで、予算が１万円で、これも減

額補正で１万円ということなっているか

と思いますので、その理由をお尋ねした

いなと思います。

○上村高義委員長　答弁を求めます。

　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　予算書３４ペー

ジ、生活保護費等負担金のうち生活保護

受給者就労支援事業負担金は、平成２７

年度予算で新たに国庫負担金として予算

計上させてもらいましたが、生活保護の

就労支援員２名分の賃金に該当するもの

であります。

　具体的には、生活保護総務費に計上し

ております賃金５７６万円と通勤手当６

０万円、それに旅費の費用弁償２万４，

０００円にかかるものでございます。

　なお、当該経費につきましては、昨年

度までは大阪府の補助金として計上して

おりましたが、国の予算の組み替えによ

り、今年度より国庫負担金で計上してお

ります。

　次に、予算書３６ページ、国庫支出金

の生活困窮者自立支援事業補助金につい

て、お答えします。内容といたしまして

は、住居確保給付金分として２０９万４，

０００円の３分の２、一時生活支援事業

分として４５万円の３分の２、学習支援

分として７８万円の２分の１でございま

す。

　次に、予算の概要５６ページのレセプ

ト点検事業の内容について、お答えしま

す。内容点検業務といたしまして、固定

点数の点検、縦計、横計、総計の点検、

傷病名に対する診療行為の適否、医療外

来レセプトと調剤レセプトとの突合点検

など、縦覧点検といたしまして、重複請

求、単月の点検では発見できない内容点

検などでございます。

　なお、一般財源が入っておりますが、

これは国の方針により今年度までは１０

割補助でしたが、来年度からは４分の３

補助にかわるものです。

　なお、総額がふえておりますことにつ

きましては、対象件数の増によるもので

ございます。

○上村高義委員長　早川課長。

○早川自治振興課長　ＬＥＤ防犯灯防犯

推進事業の修繕料について、お答えさせ

ていただきます。

　平成２６年度現在、修繕については４

８件ございました。これの主なものとし

ましては、自動点滅器の修理、これは耐

用年数がきていることから取りかえを行っ

ております。平成２７年度につきまして

も、同数の修繕を予定しております。中

身につきましては、電柱器具の取りかえ、

小柱取りかえ、自動点滅器の取りかえを

考えております。

○上村高義委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　私から、市民課に関係

する分について、ご答弁申し上げます。

　予算概要の３０ページ、マイクロフィ

ルムデータ変換業務委託料につきまして

は、マイクロフィルムに記録された改正

原住民票をＰＤＦに変換するための費用

でございます。現在、マイクロフィルム

読み取り機器が一部故障しておりまして、

その上、機器が古くて修理も保守契約も

できない状況にあります。また、マイク

ロフィルムについては、経年劣化で見に

くい状態にもなってきておりますので、

このたび、データ化するための委託料で

ございます。

　概要の３２ページ、住居表示事務事業

の修繕料につきましては、市民課で運用

をしております住居表示システムに、こ

のたび可決いただきました千里丘新町を
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落とし込むための修繕料でございます。

　同じく３２ページ、パスポート業務に

おきまして、職員派遣委託料が本年度未

計上であるが、業務的に大丈夫なのかと

いうご質問でございますが、職員派遣委

託料につきましては、パスポート業務が

当初、初めて市でする業務でありました

ことから、パスポート業務にかかわった

委託業者から派遣していただきまして、

業務のノウハウを習得するということで、

派遣をお願いしておりました。半年間を

経過いたしまして、業務内容について、

おおよそ把握できたということで、昨年

の１０月以降については、職員もしくは

窓口業務委託職員のみで対応しておりま

す。パスポート業務の移管を受けまして

から１年ほど経過しておりますが、業務

については、順調に進んでおりまして、

問題等も起こっておりません。そういう

ことで、今年度については予算計上しな

かったものでございます。

　６６ページの葬儀会館管理運営事業で、

測量委託料はどういうものかというご質

問でございます。葬儀会館の土地につき

ましては、平成３年に購入しております

が、隣接する大阪広域水道企業団や、神

安土地改良区の所有地との境界線が不明

なままになっております。今回の測量委

託につきましては、土地境界を明確にし、

市の土地財産を適切に管理すべく実施す

るものでございます。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係り

ます６点のご質問にお答えさせていただ

きます。

　３８ページの戦没者慰霊事業について

でございますが、委員ご指摘のとおり、

今、慰霊祭への参加は遺族の方が二十五、

六人で、全体の参加者は現在７０人から

８０人の方が参加いただいている状況で

ございます。

　市主催で慰霊祭を開催させていただい

て、遺族会と協働で実施しておりますの

で、今後も実施をしていく予定にはして

おります。

　４０ページの災害時要援護者支援事業

につきまして、臨時職員の賃金が計上し

ていないということは、先ほどご指摘の

とおり、災害時要援護者システムの入力

業務のために、平成２４年度から雇用し

てきておりますが、大体入力業務が初期

の繁忙状態から安定したことにより、臨

時職員の雇用を終了したものでございま

す。

　今後につきましては、民生児童委員協

議会をはじめとした各団体の協力によっ

て、体制の周知、登録の推進を図って登

録者をふやしております。現在は地域支

援組織として５３の自治会、町会と覚書

を交わしております。

　今後は、この名簿を使って、どのよう

に地域で活動していただくかということ

とかを、モデル地区で実施していただい

ていますので、それを平成２７年６月に

開催されます定例会において、モデル地

域の発表をしていただく予定をしており

ます。今後も、本制度の周知を通して、

登録者を募るとともに、地域における支

援組織としての自治会、町会のご協力を

得られるように推進していこうと思って

いるところでございます。

　３点目の６０ページ、がん検診の乳が

ん検診の委託料の減額の理由でございま

すが、今まで胃がん、大腸がん、肺がん

は保健センターで予約から検診実施の委

託をしています。乳がん、子宮がん検診

におきましても、やはり保健センターで

一括して予約を受けていただいて、実施

していただけるよう平成２７年度から保

健センターに集団検診の乳がん検診、子
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宮がん検診を委託する方向で準備を進め

ております。

　６２ページの歯科健診の増額の背景で

ございますが、今、乳幼児の歯科健診を

１歳半と２歳半、３歳半の時点で歯科健

診をやっておりますが、３歳半健診の受

診率が伸びておりまして、９０％近くなっ

てきております。３歳半健診は身体の健

診と視聴覚の健診と歯科健診と、かなり

健診の内容も豊富で、これが受診者が多

くなってきておりますので、会場が手狭

になってきているというようなこともご

ざいますし、３歳半健診は乳幼児健診の

最終の健診でございますので、そこでしっ

かりと対応をしないといけないと思って

おりますが、月１回しか実施できてませ

んので、回数を月２回にして、スタッフ

もふやして、余裕を持って対応するため

に増額をお願いしているところでござい

ます。

　６２ページのまちごと元気ヘルシーポ

イント事業のスケジュール内容、対象者

についてでございますが、スケジュール

は、平成２７年４月の事業からポイント

を付与できるように行っていきたいと思

います。

　内容としましては、特定健診、成人歯

科健診を受けられた場合にポイントを付

与する。あと、健康教室の受講であった

り、今つくっておりますウオーキングコー

スを歩かれた場合等にポイントを付与す

る方向で考えております。

　対象者は４０歳以上の市民の方という

ことで、準備を進めております。

　ポイントをためていただきましたら交

換できる健康グッズですが、がん検診の

自己負担の免除クーポン券、ヘルシオメ

ニューレシピ本、ほかに口腔ケアグッズ

等の健康関連グッズとの交換を行ってい

きたいと考えております。健康グッズに

関しては、まだ検討もできるかと思いま

すので、いかに魅力ある景品にするかと

いうようなこととかも、もう少し検討し

ていきたいと思っておるところでござい

ます。

　補正の３８ページの民生委員推薦会の

委員報酬の減額についてでございますが、

これは平成２６年度から民生委員を補充

する場合の推薦会が２か月に１回開催で

きるようなことになりました。そこで、

開催するに当たっての報酬を組んだとこ

ろでございますが、実際、補充する民生

委員の推薦会をそこまで開催する必要が

ございませんでしたので、減額させてい

ただきました。

○上村高義委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、高齢

介護課にかかわりますご質問にお答えさ

せていただきます。

　まず、平成２６年度の予算概要には、

介護予防活動促進事業としまして、事業

が載っておりましたが、今年度、平成２

７年度の予算概要には、その記載がない

がということについてです。こちらの事

業は、国の緊急雇用創出事業の一つを活

用したもので、平成２６年２月から平成

２７年１月の１年間の事業となっており

ますので、平成２７年度の予算書には、

もうこの事業についての掲載がございま

せん。この事業は、今後ますます需要が

ふえる介護予防について、講座の企画立

案や運営、また指導ができる人材の育成

を行うということを目的にしているもの

です。ＮＰＯ法人に業務委託を行い、１

年間事業実施をしていただきました。こ

の１年間で４人の、そういう指導者とな

るべく方が雇用されて、学科や実技の研

修等を受けられまして、引き続いて、２

名の方がそちらのＮＰＯ法人に続けて雇

用されると報告を聞いております。この
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２名の方も含めて、ますます今後、市で

も健康づくりや介護予防の事業に取り組

んでいく必要があるわけですが、そういっ

た事業に積極的に１年間で研修を受けて

いただきました内容等を発揮いただける

活動をしていただけるものと考えており

ます。

　もう１点の補正予算書の４１ページ、

介護予防支援業務委託負担金の減額補正

について、お答えさせていただきます。

　こちらは、要支援認定者に係りますケ

アプラン作成費に係るものでして、要支

援認定者のケアプラン作成については、

地域包括支援センターが担当をするわけ

ですが、こちらの地域包括支援センター

については、平成２５年度からは社会福

祉協議会に委託をさせていただいており

ますので、平成２５年度以降のケアプラ

ン代等については、地域包括支援センター

が直接、国保連合会あるいは他の事業所

とやりとりをするわけですが、それ以前

のケアプラン代の請求等が年おくれとか

で起こった場合に備えて、予算を計上し

ておりましたが、請求見込みがないとい

うことで、減額の補正をさせていただい

たものです。

○上村高義委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に係る２点に関して、お答えさせて

いただきます。

　１点目の更生医療の増額に関してなん

ですけれども、更生医療は自立支援医療

費の一つのサービスで身体障害の方の程

度を軽くしたりとか、残された機能を回

復するサービスで、指定の医療機関で手

術等を行う必要がございます。そういう

医療費を補助する制度ですが、生活保護

を受給している方も対象になっておりま

して、その方々の場合でしたら医療費の

負担を１０割補助させていただくという

ことになっております。この生活保護の

対象の方の申請が平成２５年度後半から、

特に透析関係の方が非常に多く申請いた

だきまして、大体透析の方でしたら、必

ず週何回か通院も必要になっております

ので、そういう方の医療費の助成を更生

医療費で出させていただいたということ

が、主な原因になっております。引き続

き、平成２６年度も同じように通院され

ておりますので、その見込み額から、こ

の平成２７年度に関して予算額を増額さ

せていただいて、計上させていただいて

おります。

　また、主な透析の方と、あと心臓疾患

等の方も、特に生活保護の方の場合でし

たら、１０割の医療費ということで、場

合によっては８００万円とかという額も

起こり得ますので、ただ、手術された病

院が更生医療対象でないと障害福祉では

出さないということになりますので、な

かなか見込みがしづらい分もあるんです

が、計上させていただいておりますので、

こういう形で予算を増額させていただい

ておるというのが現状でございます。

　２点目の障害者就労促進事業に関しま

しては、平成２６年度は緊急雇用で事業

をさせていただいておりました二つの事

業です。リサイクルプラザに関しての白

色トレイで事業をさせていただいていた

分が、障害者の方を４名雇用して、スタッ

フを含めての事業と、あと、旧小学校の

跡地の清掃とか、除草作業に関しての業

務をさせていただいていて、２人の障害

者の方を採用させていただいて、ＮＰＯ

法人に委託して進めておったんですけれ

ども、平成２７年度に関しましては、こ

の旧小学校の体育館等の除草作業や清掃

作業ということの２人と、事務のスタッ

フの方ということですので、約半分ぐら

いの事業ということですので、予算を減
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額させていただいたという状況になって

おります。

○上村高義委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、私か

らエコアクション２１認証取得助成の平

成２７年度の目標件数ということのお問

いにお答えさせていただきます。

　この認証の助成制度につきましては、

平成２２年度に開始したところでござい

ます。これまでの助成の実績といたしま

して、平成２３年度に１社、平成２４年

度に１社、平成２５年度に２社という形

になっております。そのような中、わず

かずつではあるけど、伸びるかなと思っ

ております。平成２７年度につきまして

は、この平成２５年度の実績を上回るよ

うな数で助成ができればと考えておりま

す。

○上村高義委員長　林参事。

○林産業振興課参事　農業地域力創造推

進事業の米の計画生産及び水田の有効活

用について、ご説明申し上げます。

　米の計画生産につきましては、国のい

わゆる減反政策にかかわりまして、摂津

市の米の生産高が通知されます。それに

従いまして、その減反を守られた方につ

いては、直接給付されます。これが平成

２９年度をもって終わるわけですが、昨

年度から２分の１の給付額になりまして、

１０アール当たり１万５，０００円が、

昨年度から７，５００円に下がっており

ます。

　有効活用につきましては、その農地の

１００平米以上をコスモスとか、景観作

物をつくっていただいた方に、それもも

ちろん休耕ですから、それに直接給付が

されるという部分であります。

　ほとんどの予算につきましては、それ

を集計して、府に送るアルバイト賃金等

で活用をしております。

　それから、２点目の米消費拡大推進事

業につきましては、決算委員会のときに

学童農園の水稲をご説明申し上げました

が、それに係る農地の借り上げに対する

補助金と、もう１点は、市民がたくさん

集まります農業祭で米をＰＲするという

ことで、福引きの米とか、おかきとか、

そういうものを配って、国のめざましご

飯キャンペーンのシールを貼りまして、

できるだけお米を消費してほしいという

形でＰＲしております。これにつきまし

ては、２０１１年にパンの一般家庭の消

費と米の消費が逆転しましたので、その

分も合わせてできるだけ朝からご飯を食

べてほしいというキャンペーンを国がやっ

ておりますので、それに合わせてシール

を貼らせていただいております。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　質問の合同説明会

の回答をさせていただいていませんので、

追加させていただきます。

　補正予算書の４１ページに、合同説明

会負担金を１万円減額させていただいて

おりますが、これは法人監査業務の移管

前から合同説明会が開催されておりまし

た。府が会場を借り上げて、予算は府が

とれなかった場合に各市で負担するとい

うことで取り決めがございましたので、

この平成２６年度におきましては、大阪

府で予算がとれたために不要となりまし

たので、減額させていただいております。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　同じく４１ページ

に、防火管理者責任者講習会参加負担金

を減額させていただいておりますが、こ

れは地域福祉活動支援センターの防火管

理者を私が担当しておりますが、講習会

１回受けておりますので、ここで受ける

必要がなかったために減額させていただ

いております。
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○上村高義委員長　村上委員。

○村上英明委員　ありがとうございます。

　１点目の歳入面でお聞きしました生活

保護関係です。これについては、就労支

援ということでなってこようかなと思う

わけでありますけれども、これも要望と

いうことであるんですが、やはり生活保

護を受けられた方の年齢が比較的高齢な

方もふえつつあるのかなという実態も認

識としてはあるんですけれども、やはり

できるだけ就労していただくということ

の方向で、またいろいろと支援の方２人

ですか、ということで人件費等々もいう

ことで、先ほどご答弁もありましたけれ

ども、しっかりとこの辺の就労支援をし

ていただいて、やはり自分で仕事をして、

そして、自分で生活をしていくという自

立に向けて、またしっかりと取り組むこ

とでお願いをしたいなと思います。

　次の自治振興課の防犯灯の修繕の件で

あります。これも本体の部分は付けたば

かりということで、１０年はもつという

ようなことも聞いておりますので、この

辺の本体の修繕はなかろうかなと思うわ

けでありますけれども、やはりものであ

りますし、自然環境という中であるので、

これもしっかりとメンテをしていただい

て、故障したというときには、地域の要

望に速やかに応えていただけるようにお

願いをしたいなと思います。

　市民課の住基事務事業の件であります。

マイクロフィルムということであれば、

経年劣化もありましょうし、気温という

か、そんな自然環境的なことでもいろい

ろとあるかと思います。また、今のこの

社会の流れというか、ＩＴ化の流れの中

で、しっかりとデータ化をしていただい

て、市民に支障のないように業務運営を

お願いしていきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　住居表示の事務のことなんですが、千

里丘新町を入れるということでのシステ

ムのことなのかなと思うんですけれども、

そういう意味では、修繕ということでは

なくて、システム改修という言葉のほう

がわかりやすかったのかなと思います。

その辺は、今後また適切な項目で記載を

していただければなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

　次の旅券のことでありますけれども、

市民の方からも谷町４丁目まで行かなく

てもいいようになったということで、電

車代なり、時間なりが、かなり削減でき

たということで、喜びの声も結構聞くよ

うなこともございます。職員派遣してい

ただいた方々のノウハウをしっかりと身

につけたということも言われております

ので、私も安心してお任せということで、

これからもしっかりと市民の方々に支障

のないように取り組みをお願いをしたい

なと思いますので、よろしくお願いをい

たします。

　葬儀会館のことなんですが、水道企業

団の部分とか、神安の土地の部分を明確

にしていくということであろうかと思う

のですが、なぜ今なのかなと思うんです。

もともとしっかりと土地の部分というの

は明確にしておくべきなんだろうなと思

うのですが、なぜこのときになったのか

なということだけ、１点お尋ねをしたい

なと思いますので、お願いいたします。

　次の戦没者慰霊祭の件でございます。

本当にご遺族の方が、本当に言われてい

た２６名とか２７名とかいう形で、本当

に少ないような感じもしているわけであ

りますけれども、しっかりと戦没という

ことで、ことしは７０年ということであ

りますけれども、やはりそのご遺族の方

の高齢化ということとかもあるでしょう

から、ご遺族の方もしっかりと出席して
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いただければありがたいなと思いますの

で、出席していただけるような取り組み

をお願いをしたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

　災害時要援護者の件でございます。一

応、平成２４年、平成２５年、平成２６

年ですか、この３か年をかけてというこ

とでも、システム的なものを一応確立で

きたということであるかと思いますので、

今後はまた、この辺の名簿の方々がお亡

くなりになったりとか、また、新たにふ

えてきたりとかいうことがあろうかと思

います。その辺はメンテナンスをしっか

りとやっていただければなと思うんです

が、問題は、先ほど答弁で言われておら

れましたけれども、やはり現場がどうい

う形で支援をすれば、その方に的確な支

援ができるのかなというところが一番の

課題なのかなと思いますし、また今、協

定を結ばれたということでありますけれ

ども、自治会の数でいけば、約半分ぐら

いかなと思いますので、そういう意味で

は、しっかりと地域の中での自治会とい

う一つの役割の中で、地域としては、こ

ういう言い方をしたら怒られますけれど

も、やることがふえたんじゃないかとい

うご意見も時々聞くんですが、やはり地

域は地域として、しっかりと地域の中の

方々で守っていくという、そういうこと

もあるかと思いますので、その辺はしっ

かりと地域の連携をしていっていただき

ながら、その人に合ったというか、その

人が要望している内容を、ご本人の了解

もいるんですが、情報開示をしていくと

かいうことも含めて、お願いをしたいな

と思いますので、今後ともよろしくお願

いいたします。

　乳がん検診でございます。やはりがん

というのは、初期であれば速やかに治療

ができるというようなことであるかと思

いますので、がん検診についてはこれか

らも取り組んでいくべきだろうなと思い

ます。検診の分については、市内の病院

ともさらに連携をしていっていただきな

がら、この検診事業をさらに進めていっ

ていただきたいなと思います。

　本当に、健康ということが介護の面だ

とか、また国保の面だとか、また障害者

の面とかで、いろいろと関連をしていく

ところが多分にあると思うんです。そう

いう意味では、介護にしかり、国保にし

かり、やはり全体的な金額というのはふ

えてきているというのが現状でもありま

すので、こういう健康面をしっかりと進

めていっていただいて、これからも市民

の健康促進、また健康長寿という面で、

またウオーキングもされるというような

ことも３か年の３年目のことしは、さら

にできるということでもありますので、

そういうウオーキングも含めて、取り組

みをしていっていただければなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　歯科健診でございます。３歳半の歯科

健診が本当にふえてきているということ

でもございますし、やはり歯というのも、

先ほど申した健康面にも大きくつながっ

ていくかと思います。また、歯の矯正関

係も、本当に高額な金額も必要になって

くると思いますので、そういう小さい年

齢のころに、しっかりと歯を整えていく

というんですか、そういう面で、しっか

りとこれからも拡充をお願いをしたいな

と思います。

　まちごと元気ヘルシーポイント事業の

件であります。これも本当にスケジュー

ルというか、この４月から実施をされて

いくということでありますけれども、や

はりグッズで引っ張るということではな

いんですけれども、魅力的なものを提供

していただいて、このヘルシーポイント
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がさらに拡充していくように取り組みを

お願いをしたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　あとは、介護予防促進の事業の件でご

ざいますけれども、やはり指導者の方が

４人できたということでありまして、こ

れから介護というのが本当に必要なとき

でもございます。それがまた、健康面等

にもつながっていくと思いますし、また、

それがお金にも影響してくると思います

ので、この介護予防をしっかりと取り組

みをしていっていただければなと思いま

す。また、具体的にはいろいろとこちら

も要望もさせていただこうかなと思いま

す。また、今後の本会議と委員会も通じ

て、いろいろと質疑もさせていただきた

いなと思いますので、平成２７年度しっ

かりと取り組めるようにお願いをしたい

なと思います。

　障害者の関係でございます。医療費の

面もそうであるんですが、やっぱり就労

の分も、やはり障害者の方が少しでも賃

金がいただけるような場を提供するとい

うんですか、そういうことが必要だと思

いますので、しっかりと就労促進をこれ

からも取り組んでいただけるようにお願

いをしたいなと思います。

　生活支援課のレセプト点検の件であり

ますけれども、しっかりとレセプトを点

検していただいて、先ほど言っていただ

いた重複のこととか、適正な医療請求と

いうんですか、そういう面で取り組んで

いただければなと思いますので、よろし

くお願いいたします。

　次に、環境面でございます。エコアク

ション２１の取得ということで、平成２

３年度が１件、平成２４年度が１件、平

成２５年度が２件という形で言われてお

りました。件数的には１件、２件という

ことでありますけれども、やはり環境面

にしっかりと摂津市もこういう事業をやっ

ていっているんだということで、これか

らもその姿勢を見せていっていただけれ

ばなと思いますので、お願いをいたしま

す。

　次に、農業の件であります。一方では、

この減反ということの中であるんですが、

その一方で、米の消費をふやしていくと

いうことで、疑問に思うこともあるんで

すけれども、やはり日本の食生活の根幹

というのはお米だと私も思っております。

そういう意味では、これからもしっかり

と米の消費が拡大していただけるように、

いろんな場でＰＲというか、そういうの

も含めて、取り組んでいただければなと

思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○上村高義委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　葬儀会館の測量委託料

についてご説明申し上げます。

　市民課におきましては、葬儀行政全般

につきまして、平成２３年度から規格葬

儀の導入、使用料徴収の施設管理公社へ

の委託、また、火葬場・葬儀会館予約シ

ステムの導入などの改革に努めてきまし

た。改善を進める中で、土地の境界が明

確になっていないということが判明いた

しました。今回、この土地の境界を明確

にして、市の財産を適切に管理すべきだ

という考えに立ちまして、今回予算計上

させていただきました。

○上村高義委員長　村上委員の質問が終

わりました。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、私からも幾つか

お聞きしたいと思います。補足的な部分

もありますけど、よろしくお願いいたし

ます。

　国の予算で１兆１，０００億円が、福

祉、社会保障給付を抑えるという予算が、
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今国会で検討されています。国と地方を

合わせたら自然増を抑えるという意味で

は、１兆６，０００億円を削ることにな

ります。これは医療、介護、年金、生活

保護の基準の引き下げですとか、年金の

スライドの給付ですとか、医療でいうと

７０歳以上の方、ことしは７２歳になら

れる方も１割は自己負担が下がらないと

いうようなことにもなっています。介護

保険も給付費、診療報酬、介護報酬が下

げられるというようなことにもなってき

ているわけなんですけれども、こういう

予算の中での摂津市の民生部門の予算で

すから、こういう状態をいかに支えるか

ということをしっかりと検討していって

いただきたいと思っております。

　国保と介護については、この後、特別

会計もありますから譲りますけれども、

一般会計でいうと、国保の保険料の軽減

ですとか、介護保険料の軽減ですとかに、

摂津市としては余りにも少ない繰り入れ

で責任が果たせていないのではないかと

思っております。

　そういう意味で、今度、第５次行革を

やられるということなんですが、先ほど

の予算概要でいうと、４２ページの老人

福祉費についても、４６ページの障害福

祉費についても、全てテーブルに上げて

いくということになっておりました。私

は３８ページの社会福祉費に、先ほども

戦没者慰霊の問題なんかも出ましたのも、

こういったものをメニューに上がってく

るのかなと思いますし、生活文化費、５

８ページでいうと、施設運営についても

縮小計画が上がってくるのかなと思って

いるんですが、その辺の心配をどう払拭

していくかという話になるかと思うんで

す。というのが、単独扶助比をまず見直

すんだということを市長は言っておられ

ますけれども、国・府の支援のあるもの

を、それこそ社会福祉協議会の活動であ

るとか、民生委員の活動であるとか、ソー

シャルケースワーカーですとか、こういっ

た部分で、これはもう基本的な自治体と

してやらなくてはならないというものが、

メニューに上がって切られるのか。これ

はそういうことではないと私は思うんで

すけれども、この第５次行革に臨まれる

社会福祉費、障害福祉費、老人福祉費、

これをどんなふうに確保するじゃないで

すけれども、しっかりとこれは譲れない

よというのは当然あると思うんですけど

も、こういうものも、どう第５次行革の

検討として上がっていくのか。これはしっ

かりと民生常任委員会所管の理事者から

使わせてもらわないと困るということを、

きちんと主張をしてもらいたいと思って

おります。これに臨むお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

　あと、補足みたいになるのですが、予

算概要の３２ページでしたか、個人番号

カード、マイナンバーの分ですけれども、

市民サービスコーナーとの閉鎖等も合わ

せて聞きますけれども、個人番号カード

は先ほど言われて、夏ごろにマイナンバー

が送られてきて、冬にカードの発行があ

る。だけども、この個人番号カードその

ものは、ナンバーはふられるけれども、

発行は希望される方だけですよね。だか

ら、個人番号カードを受け取らない方も

たくさんいるのかな。こういった個人番

号カードの発行については、どうなるか

というのも、向こうからきちんとお知ら

せがあるのかなと思ってまして、その周

知の仕方も聞いておきたいと思うんです

けれども、個人番号カードを発行されな

いと、コンビニ交付もできないというこ

とだと思うんです。だから、カードがあっ

たとしても、市民サービスコーナーなど

でも住民票とか、印鑑証明とかの交付手
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続については、これまでどおり市役所に

行けば、別にナンバーはあるけれども、

カードがなくても普通にできるというの

は当たり前の話だと思うんですけれども、

そうすると、カードが交付されない方は

サービスコーナーがなくなると、やはり

市役所に来なくてはいけないということ

になるんではないかと思って、この辺の

整合性、コンビニ交付ができれば、サー

ビスコーナーは要らないという話はちょっ

とおかしいんではないかなと思って、こ

の辺の考え方も教えていただきたいと思

います。

　それから、生活保護の制度ですけれど

も、国の予算では今年、完成を見るとい

うか、３年連続での保護費の基準が引き

下げになります。今年の予算では住宅扶

助の加算、それから冬季加算の削減が上

がっておりますけれども、実際、今年の

生活保護の生活の状況どうなるのかと。

家賃扶助ですと、下げられたら家賃が上

回るという形になる方もいてると思うん

ですけれども、転居指導なんかをするよ

うになるのかお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、農林水産業費です。概要で

いうと７２ページ、さっき農業地域力創

造推進事業についてお聞かせいただきま

した。資料もいただいておりまして、今

回拡充する事業については、農業者と農

業者以外の市民が構成する組織、自治会

などで、共同して行う農地のり面の草刈

りですとか、水路の泥上げなどの基本的

な保全活動にお金が交付されるというこ

となんですけれども、先ほども減反政策

で休耕田との関係というふうな話も出ま

したけれども、摂津市で休耕田がどのく

らいあって、管理とか、荒れ畑の対策に

なるのかなという気がするんですけれど

も、これが、それこそ平成２９年に終わ

れば、再開するような見込みがあるのか

どうか。どういった支援になっていくの

か。この支援が交付されて、これは使わ

れるということで出るんですけれども、

もし交付があるならば、使われた報告な

んか求めないのか。要するに、もらい切

りになっちゃうのかというところもお聞

かせいただきたいと思います。

　この９月３０日付で摂津市の農業経営

基盤強化の促進に関する基本構想が変更

されましたというホームページにも出て

いますけれども、ここには農業の発展の

目標を明らかにし、効率的かつ安定的な

農業経営を育成するとあります。農業者

従事者１人当たり６００万円程度の水準

を実現する。農業構造の確立を目指すと

あります。それと、認定の農業者もふや

していくんだということも書いてますけ

れども、摂津市の農業従事者の状況と計

画の見通し、認定者がふえるのか。それ

から、農地の転用などの項目も、ここに

はあるんですけれども、農地の状況です。

国では農地の再編、大規模化を進める規

制緩和を、この間ずっとやられてきてい

るわけですけれども、本市でさらに農地

が減るような状態になってくるのかどう

か。それから、認定農業者支援の仕組み

を農協とつくって、農業従事者をふやす

となっていますけれども、見込みという

か、農協との連携なんかもどうなのか。

それから、地域農業の経営基盤の強化に

本当になるのかどうかお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、商工費ですけれども、頑張っ

てほしいとは思うんですが、創業支援に

ついてです。去年から残してくれていま

す。これは経済産業省のホームページ、

中小企業庁が出している分なんですけれ

ども、産業競争力強化法に基づく創業支

援事業計画の認定を摂津市でも行いまし
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たというのが出ていまして、ここでは創

業支援事業者は、国の補助金を受けられ

るほか、一般社団法人、財団法人、ＮＰ

Ｏ法人においては、融資の際の信用保証

額の拡大、支援策を受けることができま

す。かつ、登録免許とかの税金の軽減措

置も受けられますみたいなことが、ちゃ

んと書いてあるんです。こういった案内

について、先ほど言われた２件の方なん

かには説明はされるんでしょうけれども、

こういった条件も受けられて、創業支援

していますよという周知がきちんとでき

ているのかどうか、そういう内容の説明

ができているのかどうかをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、予算書で１２０ページの訴

訟の問題ですけれども、訴訟等委託料が

出てますが、もう今週末に第２回目の公

判が行われます。裁判は、それこそ法廷

だけでやられておるわけではなくて、い

ろいろやりとりなんかもされるんだとは

思うんですけれども、表に出せるものも

出せないものもいっぱいありますから、

もし差し支えなければ、民生常任委員会

に報告できるものがあればお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、補正予算で、メーンは商品

券ですよね。商品券が春に発行。春とい

うか、夏前には発行されるということな

んですけれども、効果のほうをお聞かせ

いただきたいと思います。市長は、それ

こそ法人税３億円減りますと言って、一

生懸命危機感をあおってくれてますが、

本当は消費税を上げなかったら、こんな

ことするを必要がないかと思うんですけ

れども、景気が大変やと、経済活性化せ

ないかんということで、経済活性化すれ

ば、それこそ法人税の税収もふえてしか

るべしやとは思うんですけれども、効果

のほうをお聞かせいただきたいと思いま

す。

○上村高義委員長　答弁を求めます。

　堤保健福祉部長。

○堤保健福祉部長　まず、第５次行革の

関係でございますけれども、先ほども増

永委員のご質問にもございましたが、今

のところ具体的にお答えできる状況では

ございません。保健福祉部として第５次

行革に臨む姿勢といたしましては、やは

り市民の安心・安全が第一と考えており

ます。

　また、２０２５年問題を考えましたと

きに、健康寿命の延伸によって医療費、

介護給付費が下がるということで、市民、

市ともにウイン・ウインの関係でござい

ますので、この問題については、重点的

に取り組んでいきたいと考えております。

○上村高義委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　マイナンバー制度とコ

ンビニ交付の関係のお問いでございます。

　先ほどもご答弁させていただきました

が、平成２７年１０月に住民票を有する

全ての方にマイナンバーを記載した通知

カードが送られます。それにはマイナン

バーのほかに名前、住所、生年月日、性

別が記載されております。

　また、その通知カードを送られてくる

同一封筒の中に個人番号カード、いわゆ

るマイナンバーカードの申請手続ができ

る個人番号カード交付申請書が同封され

ておりまして、写真添付、署名または記

名、押印の上、返信するだけで申請完了

となるなど、申請しやすいものになって

いると聞いております。

　その申請に基づき、平成２８年１月か

ら無料でマイナンバーカードの交付を市

役所で行うことになっております。その

マイナンバーカードは、マイナンバー、

名前、住所、生年月日、性別が記載され

ておりまして、顔写真もついたＩＣカー
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ドになっております。本市では、そのマ

イナンバーカードを利用して、コンビニ

交付を実施することになっております。

　そこまでがわかっている範囲でござい

まして、マイナンバーカードがどれだけ

交付されるのか、どれだけ利用率がある

のかというのについては、まだ明確になっ

ておりませんが、国におかれましては、

マイナンバーを大いに利用していきたい

という方針でございます。マイナンバー

カードも大いに配っていきたいというこ

とで、補助金等の予算措置もされており

ます。

　市民課におきましては、そのマイナン

バーカードを利用して、コンビニ交付を

行いますが、先ほども申し上げましたよ

うに、マイナンバーカードの交付の状況

等を確認しながら、経過を追いながらサー

ビスコーナーを廃止していきたいと考え

ております。

　その中で、今のところどういうような

状況になるかがわかりませんが、午前中

からと同じ答弁になりますけれども、高

齢者に対する配慮でありましたり、コン

ビニでの対応について、今後検討してい

きたいと考えておりますので、ご了解い

ただきたいと思います。

○上村高義委員長　東澗参事。

○東澗保健福祉部参事　保護基準の引き

下げにつきましては、３年かけて段階的

に実施している中、本年４月が最後の引

き下げとなっております。

　なお、現在この引き下げにつきまして、

生活保護基準引き下げ処分取消等請求事

件の訴訟が出ておりまして、この民生常

任委員会終了後に報告させていただく予

定をしております。

　厚生労働省からは、まだ正式な通知は

本市に届いておりませんが、７月から住

宅扶助が、１１月から冬季加算が改正さ

れる見込みとなっております。具体的な

数字ですが、厚生労働省から示されてい

る分につきましては、住宅扶助で単身世

帯現行４万２，０００円が３万９，００

０円に、次に複数世帯２名から６名まで

現行５万５，０００円ですが、これが細

かくわかれまして、２名の世帯が４万７，

０００円、３名から５名の世帯が５万１，

０００円、６名の世帯は現行と一緒の５

万５，０００円、７名以上につきまして

は、現行６万６，０００円から６万１，

０００円の変更と聞き及んでいます。

　なお、今回の改正につきましては、個

別の事情に配慮するように厚生労働省か

ら示されていまして、車椅子の使用の障

害者等で、特に通常より広い居室を必要

とする場合や、高齢者等で従前からの生

活状況から見て、転居が困難と認められ

る場合、地域において住宅扶助上限額の

範囲内では賃貸される実態がない場合な

どは、配慮するようになっております。

　また、住居の安定に配慮した経過措置

として、住宅扶助上限額が減額となる場

合、最低限度の生活の維持に支障がない

ように、住宅扶助上限額の減額の適用を

契約更新まで猶予することと、住宅扶助

上限の範囲内の住宅への転居が必要な場

合は、転居費用の支給、それに転居が困

難なやむを得ない理由がある場合は、見

直し前の額を適用するなどの措置が出て

おります。

　次に、冬季加算でございますが、平成

２７年１１月から実施予定でございます

が、具体的な金額はまだ把握できていな

い状況でございます。

○上村高義委員長　林参事。

○林産業振興課参事　農業地域力創造推

進事業のうちの農空間保全地域制度交付

金は、先ほど委員がおっしゃいました農

業経営基盤強化促進基本構想の第一歩で
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あります。これにつきましては、認定農

業者については、大阪版であれば摂津市

は可能性があるんですが、全国版の認定

農業者では、農地面積の条件がなかなか

大きい農地ですので、摂津市では可能性

はないと思います。

　ただ、グループで集積等を行われた場

合は出てくると思っております。この基

本構想の中にある年収６００万円をしよ

うとすると、今のところ普通の飯米をつ

くっておられる状況では、全くその可能

性は見込めません。ですから、野菜とか、

花き類に変更しないと、そういう形には

ほど遠い状況になっております。これは

市街化調整区域が対象になっている構想

ですので、市街化調整区域に以前アンケー

トをとりまして、人・農地プランで、従

来担ってきたところの農地をほかの人に

貸す準備があるかどうかというアンケー

トをとったところ、農機具が動いている

間はするけれども、後継者がいないんで

続けてできないとか、そういう形があり

ますので、徐々にそういう方の希望を聞

いて、その生産法人とか、大企業が入っ

てくるんじゃなしに、地域の方がグルー

プをつくって、集積をしていただいて、

農地をお貸しいただいて、広い農地で収

益が上がるような計画を徐々に進めてい

きたいと考えております。

　あと、もちろんＪＡ北大阪にも呼びか

けておりますし、農業委員、それから地

域の農家の方、それから、もちろん先ほ

どの交付金にもありましたが、地域の自

治会の方もひっくるめて、そういう労働

力も集めてやっていきたいと考えており

ます。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　山崎委員がご質

問の２点について、お答えいたします。

　まず、創業支援事業計画についてでご

ざいますが、これにつきましては、平成

２７年度予算の中で、創業塾であります

とか、相談の委託でありますとか、予算

を計上しておりまして、それに向けて、

市のほうで国に対して、創業支援事業計

画の認定の申請を行っておりました。こ

れが２月２７日付で国の認定がおりたと

いう状況になっております。この創業さ

れる方が、具体的に、例えば登録免許税

の減額でありますとか、融資の保証の枠

の拡大でありますとか、そういう特典を

受けるに当たっては、市が行います特定

創業支援事業を受けていただいて、それ

を受けたという証明を持たれた方が、そ

ういう特典を受けられるという仕組みに

なっておりまして、内容につきましては、

経営・財務・人材育成・販路開拓、この

４項目について、来年度予算化しており

ます相談事業でありますとか、塾であり

ますとか、そういう事業を通じて４項目

を受けられた方が証明を受けられると、

証明があれば特典が受けられると、そう

いう仕組みになっておりまして、国のほ

うの、市の事業計画の認定は２月末に受

けたんですけれども、実際、事業の実施

が来年度、平成２７年度からということ

で、早急に周知を図ってまいりたいとい

うことで予定しております。

　それからもう１点、プレミアム付き商

品券の効果ということでございますけれ

ども、今回は国から消費喚起ということ

を主な目的として、交付金がおりてまい

りまして、それを活用して商品券を発行

させていただく予定としております。内

容につきましては、１万円で１万２，０

００円分の買い物ができる商品券を購入

できるということで、プレミアム率が２

０％ということで予定しております。と

いうことになりますと、１冊当たり公費

による２，０００円の支援を行うことで、
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それについてきます５倍に当たる１万円

の消費が喚起されるということで、全体

では１万５，０００セットの販売、発行

を予定しておりますので、公費によるプ

レミアム分は３，０００万円ということ

ですので、その５倍の１億５，０００万

円の新たな消費が喚起されるということ

で、これは国の単純な試算といいますか、

そういうことなんですけれども、本市で

は１億５，０００万円の新たな消費が喚

起されるというような計算になっており

ます。

　ただし、それがもともと買おうとして

いた日常生活用品なのか、商品券がある

ことによって生まれた新たな消費なのか

というようなところは、きっちり検証す

るようにということで指示がありまして、

今回交付されます交付金の事務費の中で、

そういった検証、調査の費用も認められ

ておりますので、実際にどれぐらいの消

費が喚起されたのかということも、効果

策定も行っていきたいと思いますし、あ

わせて、利用者だけではなくて、それを

取り扱われた販売店、商店にとっての効

果がどうだったのかということも検証し

てまいりたいと考えております。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　環境政策課にかか

わります訴訟等委託料に関連いたしまし

て、環境保全協定上の地位確認及び井戸

掘削差止等請求事件、これはＪＲ東海を

被告として、今、訴訟をしているところ

でございますが、報告と申しますか、経

過をお伝えさせていただきたいと思いま

す。

　先ほど山崎委員からご報告ございまし

たように、２月１３日に第１回の口頭弁

論が終了いたしまして、次回、今週の２

月１３日に第２回の口頭弁論に入るとこ

ろなんですけれども、今、その内容につ

いて、準備を代理人と進めているところ

でございます。

　内容としましては、次回、口頭弁論で

予定されています証拠証紙の準備、あと

被告の答弁書に対する反論の精査等をし

ているところでございます。

　次回の口頭弁論につきましては、終了

次第、至急に報告書を取りまとめの上、

議会事務局と連携して、議員の皆様には

ご報告させていただきたいと考えており

ます。

○上村高義委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、２回目というこ

とですが、保健福祉部、生活環境部もそ

うなんですけれども、第５次行革に対し

ては、ぜひ市民の暮らしを守るという立

場を、ぜひ貫いてほしいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　個人番号カードの交付は無料というこ

とだったんですけど、これは写真を用意

するのにはお金が要るのかなと思うんで

すけれども、それだけちょっと、もし答

えてもらえたら。

　それから、考え方としては、サービス

コーナーはコンビニ交付ができるように

なって、利用者が減ってもいなくなるわ

けではないということであるならば、しっ

かりと維持していくべきものだと思いま

すので、これはぜひ要望としておきます。

　それから、農業のほうは、もろ刃の剣

というか、いろいろ進める中で農地が減っ

ては話にならないので、それこそ耕作地

が休耕田であっても、何にしても減らさ

ないような方策をぜひ進めていってもら

いたいと思いますので、要望としておき

ます。

　それと、創業支援は、これからまた周

知もするということですので、よろしく

お願いいたします。

　商品券については、なかなか商品券に
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よって、法人税がふえるということは、

なかなか言えないということだろうと思

いますけれども、ぜひとも市民生活を守

るというところでは、ご努力いただきた

いと思います。

　それから、訴訟のほうは、これからま

た論点もいろいろ出てくるということな

んですけれども、我々としても、これも

市民の環境を守るという点で、しっかり

進めていってもらいたいと思います。応

援をしていきたいと思います。

○上村高義委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　マイナンバーカードの

写真が有料かということについてでござ

いますが、写真が有料かどうかというの

は、今のところ情報としては把握してお

りません。

　あと、いろんな申請の仕方があるとい

うことで、今、タブレットからの申請も

可能ということで、タブレットがあれば

写真はそのタブレットでとれるので、写

真代は要らないのかなと考えます。

　ただ、今のところどういう形になるか

というのは、細かい部分がまだ具体的に

見えてきておりませんので、それはわか

り次第、またお知らせしていきたいと思

いますのでお願いします。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　先ほどの答弁で、

間違えておりました。

　次回の口頭弁論でございますが、３月

１３日でございます。よろしくお願いい

たします。

○上村高義委員長　山崎委員の質問が終

わりました。

　次、福住委員。

○福住礼子委員　それでは、よろしくお

願いいたします。

　私のほうは、当初予算の主要事業の中

で、少しお聞きすることだけお願いした

いと思います。

　一つは、予算概要の６６ページにあり

ます環境教育学習事業の小学５年生を対

象としたこども版環境家庭簿の取り組み

について、どういった内容なのかなとい

うことを教えていただきたいと思います。

　昨年、平成２６年度のときには、木津

川流域の水辺のいきもの観察会の実施と、

高学年、小学校の高学年に対象したこど

も版環境家庭簿の試行導入というところ

で、予算を組まれていたと思います。そ

の中での今回の内容ということであれば、

その辺の内容を教えていただきたいと思

います。

　もう一つは、まちごとフィットネスヘ

ルシータウン事業、これは代表質問させ

ていただいております。大体のことはお

聞きしておりますが、今まで２コースと、

オープニングのときには、参加者の制限

が何かあったような記憶があります。次

に来年の春ぐらいのオープンなのかなと

思うんですけれども、その辺の人数制限

といったことは、また組まれるのか。ま

た、人数制限をどうしてもやらなきゃい

けないのかというところを教えていただ

きたいと思います。

　もう一つは、先ほどのプレミアム商品

券の件でございますけれども、先ほど山

崎委員の質問でわかりました。

　ただ今回、往復はがきでの申し込みに

しようかということをちょっとお聞きし

ましたので、その点の確認です。今まで

なかなか買いたくても買えないで、偏っ

ているんじゃないかとか、公平なのかな

という購入の仕方について、利用してき

た市民の皆さんの声もありましたので、

今回そういう応募式ということであれば、

もし余った場合、応募が少なくて１万５，

０００セットにいかなかった場合のこと。

ただ、応募が１万５，０００セットを超
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えた場合、抽せんという話なのかと。そ

の辺のこと、７月ぐらいをめどに実施を

されるということですので、もう今から

準備が必要かなと思いますので、その点

をお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　環境政策課にかか

わりますこども版環境家計簿について、

内容についてご説明させていただきます。

　本年度、平成２６年度におきましては、

試行実施ということで、三宅柳田小学校

のほうで、５年生を対象に実施させてい

ただきました。５年生を対象にしていま

すのは、４年生で環境教育ということで、

清掃工場の見学等をされていますので、

それに引き続き５年生で、今度は家庭で

こども版環境家計簿で環境について考え

てもらおうということで、５年生を対象

に実施させていただきます。

　平成２７年度につきましては、平成２

６年度に実施いたしました試行実施の結

果を踏まえまして、家計簿の提出時期、

あと内容についても、子どもたちから気

温も書いてみたいとか、いろんな意見を

いただいていますので、試行実施で使い

ましたこども版環境家計簿を精査させて

いただいて、市内の全１０小学校の５年

生を対象に実施をしてまいりたいと考え

ております。

○上村高義委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　まちごとフィット

ネスヘルシータウン事業のオープニング

イベントに参加者の人数制限を実施して

いるのは、やはり安全に歩いていただく

ためです。今、ウオーキング推進リーダー

が前後について、市の職員もグループに

ついてという形で実施しております。安

全に歩いていただくというようなことを

考えると、やはり人数制限をやらざるを

得ないのかなと思っているところですが、

平成２７年度におきましては、まちづく

りのオープニングイベントとどうコラボ

するかというようなこともございますの

で、検討をしていこうとは思っておりま

す。

○上村高義委員長　山田次長。

○山田生活環境部次長　セッピィ商品券

の販売方法について、お答えいたします。

　委員からもお話ありましたように、従

来、市役所であるとか、郵便局であると

か、公共施設であるとかというところで、

先着順で販売しておりました。昨年は市

役所をやめて郵便局の９か所と市内公共

施設と、日曜日には商店街で販売いたし

ました。いずれも短時間で完売をしてお

るんですけれども、やはりその時間に並

べない、購入に行けないという方のお声

もお聞きしておりますし、逆に、一人で

何度もとか、何か所も回って複数という

ような話も耳にしております。場所によっ

ては、すぐに売り切れてしまって手に入

らなかったという声もありました。

　それと、郵便局等の住宅街での販売で

とか、あるいは危険な箇所もありました

ので、警備上の問題もございました。そ

ういうことで今回、ほかの自治体の例等

も参考に、事前予約制ということで、数

も多くなりますので考えております。

往復はがきかというところについては、

日もないことなんですけれども、まだ決

定しておりません。普通はがき、あるい

はファクスとか、メールとか、いろんな

方法はあると思います。日もないんです

けれども、早急に検討をいたしまして、

結論を出したいと思っております。

　いずれにしましても、事前予約制をと

りまして、７月の上旬には引きかえでき

るようなスケジュールを考えております

ので、それに合わせてということで予定
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をしております。

　事前予約で余った場合どうするのかと

いうお話なんですけれども、これについ

ては、日を設定しまして余った分とか、

引きかえに来られなかった分について、

先着順で販売するという形を想定してお

ります。

　それから、１万５，０００セット以上

の申し込みがあった場合、これにつきま

しては、抽せんということで考えており

ます。

○上村高義委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございます。

　環境教育学習につきましては、子ども

たちが楽しく環境に関する学習ができた

らいいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。

　ただ、一つだけあるんですけれども、

去年は温暖化対策の事業ということで、

子どものヘルメットと乳幼児が二人乗れ

る自転車というのが、これも一つの環境

かなと思ったりしているんですけれども、

今回はそれがなくなっているので、政策

が違うんだと言われたらそれまでなんで

すけれども、これだけもう１点、なぜな

くなったかだけを教えていただきたいな

と思います。大変、親御さんにとっても、

好評だったということと、あと、自転車

販売店にとっても大変好評だったので、

補助がないということもあるんでしょう

けれども、これについて、もう一回でき

なかったのかなということを教えていた

だきたいと思います。

　あと、まちごとフィットネスにつきま

しては、３回目集大成でございますので、

楽しく、また多くの人が参加できるよう

な内容をご検討いただきたいと思います。

　それと、商品券につきましても、今ま

でどおり商店街が本当に元気になるよう

な施策をお願いしたいと思います。代表

質問のときにも、少し提案をさせていた

だきました。小売店で使いやすい商品券

と、あと、子どもの施策を踏まえたよう

な何か商品券の考え方というのも、これ

からも検討いただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○上村高義委員長　丹羽課長。

○丹羽環境政策課長　平成２６年度に実

施いたしました幼児二人同乗用自転車等

の購入補助金について、ご説明させてい

ただきます。

　今、副委員長ご指摘のとおり、次年度

は予算計上してございませんが、本年度

実施しまして、実際に１０３件のご家庭

に補助金を出させていただきました。今、

ご指摘のように、補助金とヘルメットと

合わせてやっていくということで、平成

２６年度の子どもに対する市長の大きな

テーマがありましたので、それに対して

環境のほうで事業をしていくということ

で、本年度実施させていただきました。

実施した後は、皆様にアンケート調査も

させていただきました。その中で、やは

り環境としましては、例えば、電動付二

輪車を購入されて、車の利用をやめられ

たとか、そういう温暖化対策にどれだけ

資したかということでアンケートをとっ

たところ、さほど実際には変化がなかっ

たというような状況がございまして、こ

れは次年度について、やはりＣＯ２削減、

地球温暖化対策として考えたときに、有

効であるかどうか課内で検討をしたんで

すけれども、さほど有効じゃないという

判断をしましたので、今年度は予算計上

していない次第でございます。

○上村高義委員長　福住委員。

○福住礼子委員　ありがとうございまし

た。

　温暖化には有効ではなかったかもしれ

ませんけれども、商店街には有効だった
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かもしれませんので、またぜひともご検

討いただきたいと思います。ありがとう

ございました。

○上村高義委員長　福住委員の質問が終

わりました。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後４時５６分　休憩）

（午後４時５７分　再開）

○上村高義委員長　再開します。

　本日の委員会は、この程度にとどめ散

会します。

（午後４時５７分　散会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

民生常任委員長 上 村 高 義

民生常任委員  市 来 賢 太 郎
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